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表1-1　発生量（業種別・種類別）【平成21年度】
（単位：千ｔ/年）

食
料
品

飲
料
・
飼
料

繊
維

木
材

家
具

パ
ル
プ
・
紙

印
刷

化
学

石
油
・
石
炭

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

ゴ
ム

皮
革

窯
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

は
ん
用
機
器

生
産
用
機
器

業
務
用
機
器

電
子
部
品

電
気
機
器

情
報
機
器

輸
送
機
器

そ
の
他

電
気
業

ガ
ス
業

上
水
道
業

工
業
用
水
道
業

下
水
道
業

5,929 244 5,285 82 0 10 1 0 0 5 516 74 2 14 0 46 4,439 0 4 0 3 0 0 0 89 0 381 153 0 13 2 213 4 10 2 3 0 0

6 4 0 0 3 0 2 2 0 0

1,080 17 763 63 0 9 0 415 43 0 12 8 199 3 0 0 10 299 71 13 2 213 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 507 292 63 0 1 0 183 31 0 0 12 1 214 1 213 0 0 0 0 0

無機性汚泥 574 17 472 0 7 0 232 12 12 8 187 3 0 0 9 84 70 13 2 0 0 0 0 0 0

59 0 56 8 0 0 0 36 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

一般廃油 41 0 38 0 0 0 0 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

廃溶剤 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 13 13 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

17 0 17 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 0 60 0 0 1 18 10 0 0 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

39 5 30 0 0 0 0 0 0 21 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0

廃プラスチック 37 5 29 0 0 0 0 0 0 21 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0

廃タイヤ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

5 1 3 0 3

31 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 1 1

9 9 9 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 3 68 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 61 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

84 7 63 0 0 0 0 0 0 0 38 24 0 0 0 0 11 11 0 1 2 0 0 0

3,626 1 3,625 1 3,610 0 0 13

198 176 20 0 2 1 0 17 0 0 0 0 1

コンクリート片 90 88 2 0 0 1 0 0 0

廃アスファルト 64 63 2 1 0

その他の建設廃材 44 26 16 0 0 0 16 0 0 0 0 1

630 562 0 11 1 551 68 68

10 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

感染性廃棄物 3 0 0 0 0 0 2 0

混合物等 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注3）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。
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表1-2　有償物量（業種別・種類別）【平成21年度】
（単位：千ｔ/年）
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3,594 0 3,524 2 0 0 3 3 0 0 3,471 0 0 0 0 43 69 69 1 0 0

0 0 0 0 0

69 0 0 68 68

有機性汚泥

無機性汚泥 69 0 0 68 68

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般廃油 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃溶剤

その他 1 1 1

0 0 0

1 1 0 1 0 0

廃プラスチック 1 1 0 1 0

廃タイヤ 0 0

3 0 3 3

0 0 0

0 0 0

1 1 1

42 0 41 0 0 2 0 0 0 0 39 0 0 1

11 11 11

3,464 3,464 3,460 5

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材

0 0 0 0 0

0 0

感染性廃棄物

混合物等 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注3）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。
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表1-3　排出量（業種別・種類別）【平成21年度】
（単位：千ｔ/年）
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用
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用
機
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用
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上
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道
業

工
業
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水
道
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2,336 243 1,761 80 0 10 1 0 0 2 513 74 2 14 0 46 968 0 4 0 2 0 0 0 46 0 312 84 0 13 2 213 3 10 2 3 0 0

5 3 0 0 3 0 2 2 0 0

1,012 17 763 63 0 9 0 415 43 0 12 8 199 3 0 0 10 230 2 13 2 213 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 507 292 63 0 1 0 183 31 0 0 12 1 214 1 213 0 0 0 0 0

無機性汚泥 505 17 471 0 7 0 232 12 12 8 187 3 0 0 9 16 1 13 2 0 0 0 0 0 0

58 0 55 8 0 0 0 36 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

一般廃油 40 0 38 0 0 0 0 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

廃溶剤 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 13 13 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

17 0 17 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 0 60 0 0 1 18 10 0 0 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

38 5 28 0 0 0 0 0 0 19 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0

廃プラスチック 36 5 28 0 0 0 0 0 0 19 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0

廃タイヤ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1 1 0 0 0

31 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 1 1

8 8 8 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 3 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 22 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

73 7 52 0 0 0 0 0 0 0 38 13 0 0 0 0 11 11 0 1 2 0 0 0

161 1 160 1 150 0 0 8

198 176 20 0 2 1 0 17 0 0 0 0 1

コンクリート片 90 88 2 0 0 1 0 0 0

廃アスファルト 64 63 2 1 0

その他の建設廃材 44 26 16 0 0 0 16 0 0 0 0 1

630 562 0 11 1 550 68 68

10 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

感染性廃棄物 3 0 0 0 0 0 2 0

混合物等 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注3）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。
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表1-4　搬出量（業種別・種類別：変換）【平成21年度】
（単位：千ｔ/年）

食
料
品

飲
料
・
飼
料

繊
維

木
材

家
具

パ
ル
プ
・
紙

印
刷

化
学

石
油
・
石
炭

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

ゴ
ム

皮
革

窯
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

は
ん
用
機
器

生
産
用
機
器

業
務
用
機
器

電
子
部
品

電
気
機
器

情
報
機
器

輸
送
機
器

そ
の
他

電
気
業

ガ
ス
業

上
水
道
業

工
業
用
水
道
業

下
水
道
業

863 226 520 14 0 4 1 0 0 2 70 31 2 14 0 40 313 0 1 0 2 0 0 0 26 0 99 83 0 1 15 3 10 2 3 0 0

15 0 13 0 0 10 0 0 4 2 2 0 0

119 17 84 4 0 3 0 17 5 0 12 1 39 0 0 0 2 17 2 1 15 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 42 26 4 0 1 0 7 1 0 0 12 0 15 1 14 0 0 0 0 0

無機性汚泥 77 17 58 0 1 0 10 4 12 1 27 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0

23 0 20 8 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

一般廃油 9 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

廃溶剤 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 13 13 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

17 0 17 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 0 52 0 0 1 12 8 0 0 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

26 5 16 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0

廃プラスチック 23 5 16 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0

廃タイヤ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1 1 0 0 0

31 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 1 1

2 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 3 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

72 7 51 0 0 0 0 0 0 0 38 12 0 0 0 0 11 11 0 1 2 0 0 0

89 1 88 1 78 0 0 8

180 159 20 0 2 1 0 17 0 0 0 0 1

コンクリート片 88 86 2 0 0 1 0 0 0

廃アスファルト 49 47 2 1 0

その他の建設廃材 43 25 16 0 0 0 16 0 0 0 0 1

204 136 0 10 1 125 68 68

10 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

感染性廃棄物 3 0 0 0 0 0 2 0

混合物等 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注3）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。

合
計

合計

燃え殻

汚泥

　　　　　　　　　業　種

　種　類

木くず

繊維くず

金属くず

動物系固形不要物

ガラス陶磁器くず

鉱さい

廃油

廃酸

廃アルカリ

動植物性残さ

廃プラスチック類

紙くず

医
療
・
福
祉

運
輸
業

-
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電
気
・
水
道
業

建
設
業

製
造
業

宿
泊
・
飲
食

サ
ー

ビ
ス
業
※
1

そ
の
他
の
業
種
※
2

卸
・
小
売
業

ばいじん

その他の産業廃棄物

がれき類

ゴムくず



表1-5　自己最終処分量（業種別・種類別：変換）【平成21年度】
（単位：千ｔ/年）

食
料
品

飲
料
・
飼
料

繊
維

木
材

家
具

パ
ル
プ
・
紙

印
刷

化
学

石
油
・
石
炭

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

ゴ
ム

皮
革

窯
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

は
ん
用
機
器

生
産
用
機
器

業
務
用
機
器

電
子
部
品

電
気
機
器

情
報
機
器

輸
送
機
器

そ
の
他

電
気
業

ガ
ス
業

上
水
道
業

工
業
用
水
道
業

下
水
道
業

40 3 37 37

有機性汚泥

無機性汚泥

一般廃油

廃溶剤

その他

0 0

廃プラスチック 0 0

廃タイヤ

3 3

コンクリート片

廃アスファルト 3 3

その他の建設廃材

37 37 37

感染性廃棄物

混合物等

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注3）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。

動物系固形不要物

がれき類

-
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 -

ゴムくず

サ
ー

ビ
ス
業
※
1

そ
の
他
の
業
種
※
2

電
気
・
水
道
業

宿
泊
・
飲
食

卸
・
小
売
業

運
輸
業

合
計

建
設
業

製
造
業

医
療
・
福
祉

ガラス陶磁器くず

鉱さい

ばいじん

廃油

廃酸

廃アルカリ

動植物性残さ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

その他の産業廃棄物

金属くず

合計

燃え殻

汚泥

　　　　　　　　　業　種

　種　類



表1-6　委託処理量（業種別・種類別：変換）【平成21年度】
（単位：千ｔ/年）

食
料
品

飲
料
・
飼
料

繊
維

木
材

家
具

パ
ル
プ
・
紙

印
刷

化
学

石
油
・
石
炭

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

ゴ
ム

皮
革

窯
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

は
ん
用
機
器

生
産
用
機
器

業
務
用
機
器

電
子
部
品

電
気
機
器

情
報
機
器

輸
送
機
器

そ
の
他

電
気
業

ガ
ス
業

上
水
道
業

工
業
用
水
道
業

下
水
道
業

820 222 517 14 0 4 1 0 0 2 70 31 1 14 0 40 310 0 1 0 2 0 0 0 26 0 62 47 0 1 15 3 10 2 3 0 0

15 0 13 0 0 10 0 0 4 2 2 0 0

119 17 84 4 0 3 0 17 5 0 12 1 39 0 0 0 2 17 2 1 15 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 42 26 4 0 1 0 7 1 0 0 12 0 15 1 14 0 0 0 0 0

無機性汚泥 77 17 58 0 1 0 10 4 12 1 27 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0

23 0 20 8 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

一般廃油 9 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

廃溶剤 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 13 13 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

17 0 17 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 0 52 0 0 1 12 8 0 0 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

25 5 15 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0

廃プラスチック 22 5 15 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0

廃タイヤ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1 1 0 0 0

31 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 1 1

2 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0

19 3 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

72 7 51 0 0 0 0 0 0 0 38 12 0 0 0 11 11 0 1 2 0 0 0

89 1 88 1 78 0 0 8

177 156 20 0 2 1 0 17 0 0 0 0 1

コンクリート片 88 86 2 0 0 1 0 0 0

廃アスファルト 46 44 2 1 0

その他の建設廃材 43 25 16 0 0 0 16 0 0 0 0 1

164 133 0 10 1 123 31 31

10 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

感染性廃棄物 3 0 0 0 0 0 2 0

混合物等 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注3）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。

動物系固形不要物

動植物性残さ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

廃油

廃酸

廃アルカリ-
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 -

ゴムくず

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

合計

燃え殻

汚泥

　　　　　　　　　業　種

　種　類

医
療
・
福
祉

運
輸
業

合
計

建
設
業

製
造
業

宿
泊
・
飲
食

卸
・
小
売
業

サ
ー

ビ
ス
業
※
1

そ
の
他
の
業
種
※
2

電
気
・
水
道
業

ばいじん

その他の産業廃棄物

がれき類



表1-7　委託中間処理量（業種別・種類別：変換）【平成21年度】
（単位：千ｔ/年）

食
料
品

飲
料
・
飼
料

繊
維

木
材

家
具

パ
ル
プ
・
紙

印
刷

化
学

石
油
・
石
炭

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

ゴ
ム

皮
革

窯
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

は
ん
用
機
器

生
産
用
機
器

業
務
用
機
器

電
子
部
品

電
気
機
器

情
報
機
器

輸
送
機
器

そ
の
他

電
気
業

ガ
ス
業

上
水
道
業

工
業
用
水
道
業

下
水
道
業

729 212 442 14 0 3 0 0 0 2 60 31 1 14 0 39 250 0 0 0 2 0 0 0 24 0 60 45 0 1 14 3 6 2 3 0 0

6 4 0 4 0 0 2 2 0

103 13 71 4 0 1 0 15 5 0 12 1 31 0 0 0 2 17 2 1 14 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 42 26 4 0 1 0 7 1 0 0 12 0 15 1 14 0 0 0 0 0

無機性汚泥 61 13 45 0 0 0 8 4 12 1 18 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0

23 0 20 8 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

一般廃油 9 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

廃溶剤 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 13 13 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

16 0 16 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 0 52 0 0 1 12 8 0 0 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

24 5 15 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0

廃プラスチック 21 5 14 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

廃タイヤ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1 1 0 0 0

30 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1

2 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0

18 3 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

57 6 39 0 0 0 0 0 38 0 0 0 11 11 0 1 0 0 0 0

69 1 68 1 59 0 0 8

159 153 6 0 1 1 0 4 0 0 0 0

コンクリート片 88 86 2 0 0 1 0 0 0

廃アスファルト 46 44 2 1 0

その他の建設廃材 25 23 2 0 0 0 2 0 0

160 131 0 10 1 120 29 29

7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

感染性廃棄物 3 0 0 0 0 0 2 0

混合物等 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注3）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。

ばいじん

その他の産業廃棄物

がれき類

サ
ー

ビ
ス
業
※
1

そ
の
他
の
業
種
※
2

電
気
・
水
道
業

建
設
業

製
造
業

宿
泊
・
飲
食

卸
・
小
売
業

医
療
・
福
祉

運
輸
業

合
計

廃アルカリ

合計

燃え殻

　　　　　　　　　業　種

　種　類

廃油

廃酸

汚泥
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ゴムくず

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

動植物性残さ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動物系固形不要物



表1-8　委託直接最終処分量（業種別・種類別：変換）【平成21年度】
（単位：千ｔ/年）

食
料
品

飲
料
・
飼
料

繊
維

木
材

家
具

パ
ル
プ
・
紙

印
刷

化
学

石
油
・
石
炭

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

ゴ
ム

皮
革

窯
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

は
ん
用
機
器

生
産
用
機
器

業
務
用
機
器

電
子
部
品

電
気
機
器

情
報
機
器

輸
送
機
器

そ
の
他

電
気
業

ガ
ス
業

上
水
道
業

工
業
用
水
道
業

下
水
道
業

91 11 75 0 1 0 0 10 0 0 0 1 60 0 0 0 2 2 2 0 0 3 0 0 0

9 0 9 0 0 6 4 0

16 3 13 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0

無機性汚泥 16 3 13 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0

一般廃油

廃溶剤

その他

2 2 2

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ 0 0

0 0

1 1 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 2 13 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0

20 20 20 0 1

18 3 14 0 0 13 0 0 0 1

コンクリート片 0 0 0

廃アスファルト

その他の建設廃材 18 3 14 0 13 0 0 0 1

4 2 0 2 2 2

3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物

混合物等 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注3）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。

動物系固形不要物

動植物性残さ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

廃油

廃酸

廃アルカリ-
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 -

ゴムくず

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

合計

燃え殻

汚泥

　　　　　　　　　業　種

　種　類

医
療
・
福
祉

運
輸
業

合
計

建
設
業

製
造
業

宿
泊
・
飲
食

卸
・
小
売
業

サ
ー

ビ
ス
業
※
1

そ
の
他
の
業
種
※
2

電
気
・
水
道
業

ばいじん

その他の産業廃棄物

がれき類



表1-9　委託最終処分量（業種別・種類別：変換）【平成21年度】
（単位：千ｔ/年）

食
料
品

飲
料
・
飼
料

繊
維

木
材

家
具

パ
ル
プ
・
紙

印
刷

化
学

石
油
・
石
炭

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

ゴ
ム

皮
革

窯
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

は
ん
用
機
器

生
産
用
機
器

業
務
用
機
器

電
子
部
品

電
気
機
器

情
報
機
器

輸
送
機
器

そ
の
他

電
気
業

ガ
ス
業

上
水
道
業

工
業
用
水
道
業

下
水
道
業

125 25 91 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 4 0 1 69 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 2 1 4 0 0 0 0

18 1 14 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

18 5 13 1 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0 0 0

無機性汚泥 18 5 13 1 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般廃油

廃溶剤

その他

4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ 0 0

0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

21 0 20 0 20 0 0 1 0 0 0

23 7 14 0 0 14 0 0 0 0 1

コンクリート片 1 1 0 0 0 0

廃アスファルト 0 0

その他の建設廃材 22 6 14 0 14 0 0 0 0 1

16 14 0 14 2 2

4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物

混合物等 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注3）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。

ばいじん

その他の産業廃棄物

がれき類

サ
ー

ビ
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表1-10　最終処分量（業種別・種類別：変換）【平成21年度】
（単位：千ｔ/年）

食
料
品

飲
料
・
飼
料

繊
維

木
材

家
具

パ
ル
プ
・
紙

印
刷

化
学

石
油
・
石
炭

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

ゴ
ム

皮
革

窯
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

は
ん
用
機
器

生
産
用
機
器

業
務
用
機
器

電
子
部
品

電
気
機
器

情
報
機
器

輸
送
機
器

そ
の
他

電
気
業

ガ
ス
業

上
水
道
業

工
業
用
水
道
業

下
水
道
業

165 28 91 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 4 0 1 69 0 0 0 0 0 0 2 0 41 39 0 0 2 1 4 0 0 0 0

18 1 14 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

18 5 13 1 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0 0 0

無機性汚泥 18 5 13 1 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般廃油

廃溶剤

その他

4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ 0 0

0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

21 0 20 0 20 0 0 1 0 0 0

26 10 14 0 0 14 0 0 0 0 1

コンクリート片 1 1 0 0 0 0

廃アスファルト 3 3

その他の建設廃材 22 6 14 0 14 0 0 0 0 1

53 14 0 14 39 39

4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物

混合物等 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注3）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。
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表1-11　再生利用量（業種別・種類別：変換）【平成21年度】
（単位：千ｔ/年）

食
料
品

飲
料
・
飼
料

繊
維

木
材

家
具

パ
ル
プ
・
紙

印
刷

化
学

石
油
・
石
炭

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

ゴ
ム

皮
革

窯
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

は
ん
用
機
器

生
産
用
機
器

業
務
用
機
器

電
子
部
品

電
気
機
器

情
報
機
器

輸
送
機
器

そ
の
他

電
気
業

ガ
ス
業

上
水
道
業

工
業
用
水
道
業

下
水
道
業

1,114 208 854 17 0 1 0 0 0 43 10 1 1 38 709 0 0 0 2 0 0 0 31 0 46 44 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0

24 0 22 4 16 2 0 0 2 2 0 0

58 7 50 4 0 0 0 5 2 0 0 0 38 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 7 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無機性汚泥 52 7 44 0 0 0 0 4 1 0 0 0 38 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

20 19 6 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般廃油 12 11 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃溶剤 1 1 0 1 0 0 0

その他 7 7 6 0 1 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0

7 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

廃プラスチック 7 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0

27 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

2 2 2 0

0 0 0 0 0 0

31 3 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 22 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

54 3 39 0 0 0 38 1 0 0 11 11 0 1 0 0 0 0

153 1 150 0 0 1 141 0 0 0 8 1 0 1 0 0

170 164 6 0 1 1 0 4 0 0

コンクリート片 88 86 2 0 0 1 0

廃アスファルト 61 59 2 1 0

その他の建設廃材 22 19 2 0 0 2 0

563 533 10 0 523 29 29

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物

混合物等 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注3）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。
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表1-12　資源化量（業種別・種類別：変換）【平成21年度】
（単位：千ｔ/年）

食
料
品

飲
料
・
飼
料

繊
維

木
材

家
具

パ
ル
プ
・
紙

印
刷

化
学

石
油
・
石
炭

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

ゴ
ム

皮
革

窯
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

は
ん
用
機
器

生
産
用
機
器

業
務
用
機
器

電
子
部
品

電
気
機
器

情
報
機
器

輸
送
機
器

そ
の
他

電
気
業

ガ
ス
業

上
水
道
業

工
業
用
水
道
業

下
水
道
業

4,707 208 4,378 19 0 1 0 0 4 46 11 1 1 38 4,180 0 0 0 2 0 0 0 75 0 115 112 0 0 1 1 3 3 1 0 0 0

24 0 22 4 16 2 0 0 2 2 0 0

127 7 50 4 0 0 0 5 2 0 0 0 38 0 0 0 0 69 68 0 1 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 7 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無機性汚泥 121 7 44 0 0 0 0 4 2 0 0 0 38 0 0 0 69 68 0 1 0 0 0 0

21 20 7 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

一般廃油 13 11 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

廃溶剤 1 1 0 1 0 0 0

その他 8 8 7 0 1 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0

8 3 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

廃プラスチック 8 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 3 3

27 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

3 3 3 0

0 0 0 0 0 0

73 3 68 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 61 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

65 3 50 0 0 0 38 12 0 0 11 11 0 1 0 0 0 0

3,617 1 3,614 0 0 1 3,601 0 0 0 12 1 0 1 0 0

170 164 6 0 1 1 0 4 0 0

コンクリート片 88 86 2 0 0 1 0

廃アスファルト 61 59 2 1 0

その他の建設廃材 22 19 2 0 0 2 0

563 533 10 0 523 29 29

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物

混合物等 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注3）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。
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表2-1　排出量及び処理・処分量（種類別：変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

5,929 3,594 2,336 1,586 688 522 137 27 1 750 52 40 592 64 3 863 40 3 37

6 0 5 0 27 16 1 9 0 5 5 0 15

1,080 69 1,012 933 67 26 29 12 0 78 74 5 119

有機性汚泥 507 507 486 24 3 21 0 0 21 21 42

無機性汚泥 574 69 505 448 43 23 8 12 0 57 53 5 77

59 1 58 29 4 4 0 28 6 23 23

一般廃油 41 1 40 26 4 4 14 6 9 9

廃溶剤 5 5 3 2 2 2

その他 13 1 13 0 0 0 13 13 13

17 17 2 2 2 16 16 17

61 0 61 8 53 53 53

39 1 38 14 1 0 0 0 1 25 0 0 23 1 0 26 0 0

廃プラスチック 37 1 36 14 1 0 0 0 1 22 0 0 21 1 0 23 0 0

廃タイヤ 3 0 3 3 3 0 3

5 3 1 0 0 0 1 1 0 1

31 0 31 1 0 0 0 31 30 1 0 31

1 0 1 0 0 0 1 1 0 1

9 1 8 6 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0

73 42 31 12 12 12 0 0 19 1 18 0 19

84 11 73 11 11 0 9 2 62 1 48 14 0 72

3,626 3,464 161 70 70 70 92 2 69 20 89

198 198 26 26 17 9 0 171 0 3 150 18 180 3 3

コンクリート片 90 90 4 4 1 3 86 0 86 0 88

廃アスファルト 64 64 17 17 15 2 47 3 44 49 3 3

その他の建設廃材 44 44 5 5 0 5 0 38 0 20 18 43

630 0 630 475 467 378 87 2 155 42 37 73 2 3 204 37 37

10 0 10 0 0 0 10 7 3 0 10

感染性廃棄物 3 3 3 3 3

混合物等 7 0 7 0 0 0 7 4 3 0 7

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 1

3
 -

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

再生
利用量

自己中間処理後量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量
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最終

処分量

委託
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処理量

委託
直接最終
処分量

その他
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燃え殻
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動物系固形不要物
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表2-1　排出量及び処理・処分量（種類別：変換）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

820 91 90 1 40 51 729 726 2 265 463 573 539 34 1,114 165 40 2 123 3 4,707

15 9 9 4 6 6 6 0 5 1 17 7 10 24 18 0 17 0 24

119 16 16 0 13 4 103 101 2 50 53 34 32 2 58 18 0 18 0 127

有機性汚泥 42 0 0 0 42 40 2 33 9 4 4 0 7 0 0 0 0 7

無機性汚泥 77 16 16 12 4 61 61 17 44 30 29 2 52 18 18 0 121

23 23 23 7 16 11 11 20 21

一般廃油 9 9 9 3 6 3 3 12 13

廃溶剤 2 2 2 0 1 1 1 1 1

その他 13 13 13 4 8 7 7 7 8

17 2 2 2 16 16 2 13 1 1 1 1

53 53 53 35 18 1 1 1 1

25 1 1 0 1 0 24 24 0 16 8 9 7 2 7 4 0 0 3 1 8

廃プラスチック 22 1 1 0 1 0 21 21 0 14 8 9 7 2 7 4 0 0 3 1 8

廃タイヤ 3 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 4

31 1 1 1 0 30 30 0 13 16 28 27 1 27 1 1 0 27

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 0 0 2 2 2 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 18 18 0 15 3 18 18 0 31 0 0 0 73

72 16 15 0 2 13 57 57 21 36 58 53 5 54 20 0 20 0 65

89 20 20 1 1 20 69 69 1 68 81 81 0 153 21 1 20 3,617

177 18 18 0 15 3 159 159 88 71 158 153 4 170 26 3 0 23 170

コンクリート片 88 0 0 0 88 88 43 46 87 87 1 88 1 1 88

廃アスファルト 46 46 46 30 16 45 45 0 61 3 3 0 61

その他の建設廃材 43 18 18 0 15 3 25 25 15 10 25 21 4 22 22 0 22 22

164 4 4 2 2 160 160 10 150 152 143 8 563 53 37 16 3 563

10 3 3 0 2 1 7 7 0 1 6 2 1 1 1 4 0 4 0 1

感染性廃棄物 3 3 3 0 2

混合物等 7 3 3 0 2 1 4 4 0 1 3 2 1 1 1 4 0 4 0 1

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。
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（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）
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利用量

最終
処分量

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）
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表2-2　排出量及び処理・処分量（種類別：無変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

5,929 3,594 2,336 1,586 688 522 137 27 1 750 52 40 592 64 3 863 40 3 37

6 0 5 0 5 5 0 5

1,080 69 1,012 933 71 29 30 12 0 78 74 5 120

有機性汚泥 507 507 486 28 6 22 0 0 21 21 42

無機性汚泥 574 69 505 448 43 23 8 12 0 57 53 5 77

59 1 58 29 15 15 0 28 6 23 23

一般廃油 41 1 40 26 13 13 0 14 6 9 9

廃溶剤 5 5 3 2 2 2 2 2

その他 13 1 13 0 0 0 13 13 13

17 17 2 2 2 16 16 17

61 0 61 8 6 0 6 53 53 59

39 1 38 14 1 0 1 0 1 25 0 0 23 1 0 26 0 0

廃プラスチック 37 1 36 14 1 0 1 0 1 22 0 0 21 1 0 23 0 0

廃タイヤ 3 0 3 3 3 0 3

5 3 1 0 0 0 1 1 0 1

31 0 31 1 1 0 0 0 0 31 30 1 0 31

1 0 1 0 0 0 1 1 0 1

9 1 8 6 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0

73 42 31 12 12 12 0 0 19 1 18 0 19

84 11 73 11 11 0 9 2 62 1 48 14 0 72

3,626 3,464 161 70 70 70 92 2 69 20 89

198 198 26 26 17 9 0 171 0 3 150 18 180 3 3

コンクリート片 90 90 4 4 1 3 86 0 86 0 88

廃アスファルト 64 64 17 17 15 2 47 3 44 49 3 3

その他の建設廃材 44 44 5 5 0 5 0 38 0 20 18 43

630 0 630 475 471 378 87 6 155 42 37 73 2 3 208 37 37

10 0 10 0 0 0 10 7 3 0 10

感染性廃棄物 3 3 3 3 3

混合物等 7 0 7 0 0 0 7 4 3 0 7

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。
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紙くず

廃酸

廃アルカリ

汚泥

廃油

合計

燃え殻

（処理先地域
の内訳）自己

最終
処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

自己中間処理後量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

再生
利用量

動物系固形不要物

-
 1

5
 -

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳）



表2-2　排出量及び処理・処分量（種類別：無変換）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

820 91 90 1 40 51 729 726 2 265 463 573 539 34 1,114 165 40 2 123 3 4,707

5 0 0 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0 5

120 16 16 0 13 4 103 101 2 50 53 40 32 8 61 25 0 24 0 130

有機性汚泥 42 0 0 0 42 40 2 33 10 11 8 2 14 3 0 2 0 14

無機性汚泥 77 16 16 12 4 61 61 17 44 30 24 6 47 22 22 0 116

23 23 23 7 16 11 11 0 32 0 0 33

一般廃油 9 9 9 3 6 3 3 0 21 0 0 22

廃溶剤 2 2 2 0 1 1 1 0 3 0 0 3

その他 13 13 13 4 8 8 7 0 7 0 0 8

17 2 2 2 16 16 2 13 2 2 0 2 2 2 2

59 6 6 6 53 53 35 18 6 6 0 6 6 6 7

25 1 1 0 1 0 24 24 0 16 8 11 7 3 7 5 0 0 4 1 8

廃プラスチック 23 1 1 0 1 0 21 21 0 14 8 10 7 3 7 5 0 0 4 1 8

廃タイヤ 3 0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 4

31 1 1 1 0 30 30 0 13 16 28 27 1 27 2 2 0 27

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 0 0 2 2 2 0 4 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 18 18 0 15 3 18 18 0 31 0 0 0 73

72 16 15 0 2 13 57 57 21 36 57 53 4 54 20 0 19 0 65

89 20 20 1 1 20 69 69 1 68 69 69 0 141 20 1 20 3,605

177 18 18 0 15 3 159 159 88 71 159 154 5 171 26 3 0 23 171

コンクリート片 88 0 0 0 88 88 43 46 88 87 1 88 1 1 88

廃アスファルト 46 46 46 30 16 46 46 0 61 3 3 0 61

その他の建設廃材 43 18 18 0 15 3 25 25 15 10 25 21 4 22 22 0 22 22

168 8 8 6 2 160 160 10 150 160 152 8 571 53 37 16 3 571

10 3 3 0 2 1 7 7 0 1 6 2 1 2 1 5 0 5 0 1

感染性廃棄物 3 3 3 0 2 0 0 0 0

混合物等 7 3 3 0 2 1 4 4 0 1 3 2 1 1 1 4 0 4 0 1

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

その他の産業廃棄物

がれき類

ばいじん

ガラス陶磁器くず

鉱さい

ゴムくず

金属くず

動植物性残さ

木くず

繊維くず

廃プラスチック類

紙くず

廃酸

廃アルカリ

汚泥

廃油

合計

燃え殻

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

再生
利用量

最終
処分量

動物系固形不要物

-
 1

6
 -



表2-3　排出量及び処理・処分量（業種別）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

5,929 3,594 2,336 1,586 688 522 137 27 1 750 52 40 592 64 3 863 40 3 37

244 0 243 28 28 17 10 0 0 216 0 3 202 10 0 226 3 3

5,285 3,524 1,761 1,326 640 504 111 25 1 435 51 331 50 3 520

食料品 82 2 80 68 9 6 3 12 12 0 14

飲料・飼料 0 0 0 0 0 0

繊維 10 0 10 7 1 0 1 0 3 3 0 4

木材 1 0 1 1 0 0 0 1

家具 0 0 0 0 0 0 0 0 0

パルプ・紙 0 0 0 0 0

印刷 5 3 2 2 2 2

化学 516 3 513 456 32 13 10 9 57 6 50 1 70

石油・石炭 74 0 74 44 4 4 1 30 30 0 31

プラスチック 2 2 0 1 0 1 1 1 0 2

ゴム 14 14 14 14 0 14

皮革 0 0 0 0 0

窒業・土石 46 0 46 17 10 10 0 29 29 0 40

鉄鋼 4,439 3,471 968 710 570 470 86 14 257 45 164 46 3 313

非鉄金属 0 0 0 0 0 0

金属 4 0 4 3 0 0 0 0 0 1

はん用機器 0 0 0 0 0 0

生産用機器 3 0 2 2 2 0 2

業務用機器 0 0 0 0 0 0 0 0

電子部品 0 0 0 0 0 0

電気機器 0 0 0 0 0 0

情報通信機器

輸送機器 89 43 46 21 12 11 1 0 25 1 23 1 26

その他 0 0 0 0 0

381 69 312 230 18 1 16 0 83 37 44 2 99 37 37

電気業 153 69 84 2 2 1 1 0 82 37 44 2 83 37 37

ガス業 0 0 0 0 0

上水道業 13 13 13 1 1 0 0 1

工業用水道業 2 2 2 1 1

下水道業 213 213 213 15 14 0 0 0 15

4 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3

10 0 10 2 2 0 1 8 6 2 10

2 0 2 2 2 2

3 3 3 3 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。

注2）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注2）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。

サービス業※1

その他の業種※2

宿泊・飲食

医療・福祉

運輸業

卸・小売業

製造業

電気・水道業

合計

建設業

その他
量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

自己中間処理後量

-
 1

7
 -

　　　　　　　　　　  区　分

　業　種

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

再生
利用量



表2-3　排出量及び処理・処分量（業種別）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

820 91 90 1 40 51 729 726 2 265 463 573 539 34 1,114 165 40 2 123 3 4,707

222 11 11 0 4 6 212 212 0 101 111 204 190 14 208 28 3 0 25 0 208

517 75 74 1 35 40 442 440 2 140 302 315 299 16 854 91 2 89 3 4,378

食料品 14 0 0 0 0 0 14 14 0 1 13 11 11 0 17 0 0 0 19

飲料・飼料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繊維 4 1 1 1 0 3 2 2 2 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1

木材 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

家具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

パルプ・紙 0 0 0 0 0 0 0 0 0

印刷 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

化学 70 10 10 0 3 7 60 60 0 23 37 27 24 2 43 12 0 12 46

石油・石炭 31 0 0 0 31 31 5 25 7 7 0 10 0 0 11

プラスチック 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

ゴム 14 0 0 0 14 14 13 1 5 1 3 1 4 4 1

皮革 0 0 0 0 0 0 0 0

窒業・土石 40 1 1 1 39 39 19 20 38 38 0 38 1 1 38

鉄鋼 310 60 60 28 32 250 250 56 193 203 194 9 709 69 69 3 4,180

非鉄金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金属 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

はん用機器 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生産用機器 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2

業務用機器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

電子部品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

電気機器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

情報通信機器

輸送機器 26 2 1 1 2 0 24 24 14 10 20 19 1 31 2 1 1 75

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 2 2 0 2 60 60 0 18 43 46 45 2 46 41 37 0 4 115

電気業 47 2 2 0 2 45 45 3 42 43 43 0 44 39 37 2 112

ガス業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上水道業 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

工業用水道業 1 1

下水道業 15 0 0 0 14 14 0 14 3 1 1 1 2 0 1 1

3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 2 1 2 1 0 1 0 3

10 3 3 0 3 6 6 0 3 3 3 2 1 2 4 0 4 3

2 2 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1

3 0 0 0 0 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。

注2）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注2）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。

サービス業※1

その他の業種※2

宿泊・飲食

医療・福祉

運輸業

卸・小売業

製造業

電気・水道業

合計

建設業

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　　  区　分

　業　種

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

再生
利用量

最終
処分量

-
 1

8
 -



表3-1　排出量及び処理・処分量（建設業　種類別：変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

244 0 243 28 28 17 10 0 0 216 0 3 202 10 0 226 3 3

0 0 0 0

17 17 0 0 0 17 13 3 17

有機性汚泥

無機性汚泥 17 17 0 0 0 17 13 3 17

0 0 0 0 0

一般廃油 0 0 0 0 0

廃溶剤

その他

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1 5 0 0

廃プラスチック 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1 5 0 0

廃タイヤ 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 1 1 0 1

29 29 0 0 0 0 29 28 1 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 0 3 0 0 0 0 2 2 0 3

7 7 0 0 0 0 0 7 6 2 0 7

1 1 1 1 1

176 176 26 26 17 9 0 150 0 3 144 3 159 3 3

コンクリート片 88 88 4 4 1 3 84 0 84 86

廃アスファルト 63 63 17 17 15 2 45 3 42 47 3 3

その他の建設廃材 26 26 5 5 0 5 0 21 0 18 3 25

3 3 3 1 1 3

感染性廃棄物

混合物等 3 3 3 1 1 3

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 1

9
 -

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

再生
利用量

自己中間処理後量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-1　排出量及び処理・処分量（建設業　種類別：変換）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

222 11 11 0 4 6 212 212 0 101 111 204 190 14 208 28 3 0 25 0 208

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

17 3 3 0 3 13 13 1 13 8 7 1 7 5 5 7

有機性汚泥

無機性汚泥 17 3 3 0 3 13 13 1 13 8 7 1 7 5 5 7

0 0 0 0 0

一般廃油 0 0 0 0 0

廃溶剤

その他

0 0 0 0

0 0 0 0

5 1 1 0 1 0 5 5 0 1 3 4 3 2 3 2 0 0 2 3

廃プラスチック 5 1 1 0 1 0 5 5 0 1 3 4 3 2 3 2 0 0 2 3

廃タイヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1

29 1 1 1 0 28 28 12 16 26 26 1 26 1 1 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

3 0 0 0 3 3 0 2 3 3 0 3 0 0 3

7 2 2 0 1 0 6 6 2 4 7 2 4 3 6 0 6 0 3

1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1

156 3 3 0 2 1 153 153 82 71 151 147 4 164 10 3 0 7 164

コンクリート片 86 86 86 41 45 85 85 1 86 1 1 86

廃アスファルト 44 44 44 28 16 44 44 0 59 3 3 0 59

その他の建設廃材 25 3 3 0 2 1 23 23 13 10 23 19 4 19 6 0 6 19

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0

感染性廃棄物

混合物等 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 2

0
 -

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

再生
利用量

最終
処分量

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-2　排出量及び処理・処分量（製造業　種類別：変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

5,285 3,524 1,761 1,326 640 504 111 25 1 435 51 331 50 3 520

4 0 3 0 27 16 1 9 3 3 0 13

763 0 763 704 50 25 13 12 0 59 58 1 84

有機性汚泥 292 292 272 9 3 6 0 20 20 26

無機性汚泥 472 0 471 432 41 23 7 12 0 39 38 1 58

56 1 55 29 4 4 0 26 6 20 20

一般廃油 38 0 38 26 4 4 12 6 6 6

廃溶剤 5 5 3 2 2 2

その他 13 1 13 0 0 0 12 12 13

17 17 2 2 2 16 16 17

60 0 60 8 52 52 52

30 1 28 13 1 0 0 1 15 15 1 0 16

廃プラスチック 29 1 28 13 1 0 0 1 15 14 1 0 16

廃タイヤ 0 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0

1 0 1 0 1 1 0 1

1 0 1 1 1 1

9 1 8 6 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0

68 41 27 11 11 11 15 1 15 0 15

63 11 52 9 9 9 0 43 1 30 12 0 51

3,625 3,464 160 70 70 70 91 2 68 20 88

20 20 20 6 14 20

コンクリート片 2 2 2 2 0 2

廃アスファルト 2 2 2 2 2

その他の建設廃材 16 16 16 2 14 16

562 0 562 475 467 378 87 2 87 42 43 0 3 136

4 4 0 0 0 4 2 2 0 4

感染性廃棄物 0 0 0 0 0

混合物等 4 4 0 0 0 4 2 2 0 4

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 2

1
 -

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

再生
利用量

自己中間処理後量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-2　排出量及び処理・処分量（製造業　種類別：変換）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

517 75 74 1 35 40 442 440 2 140 302 315 299 16 854 91 2 89 3 4,378

13 9 9 4 6 4 4 0 3 1 12 6 6 22 14 0 13 22

84 13 13 0 12 0 71 70 1 33 38 25 24 0 50 13 0 13 0 50

有機性汚泥 26 0 0 0 26 25 1 17 9 3 3 6 0 0 6

無機性汚泥 58 13 13 12 0 45 45 16 29 22 21 0 44 13 13 0 44

20 20 20 7 14 10 10 19 20

一般廃油 6 6 6 2 4 2 2 11 11

廃溶剤 2 2 2 0 1 1 1 1 1

その他 13 13 13 4 8 7 7 7 8

17 2 2 2 16 16 2 13 1 1 1 1

52 52 52 35 18 1 1 1 1

15 1 0 0 0 0 15 15 0 11 4 4 3 0 3 1 0 1 1 5

廃プラスチック 15 1 0 0 0 0 14 14 0 11 4 4 3 0 3 1 0 1 1 4

廃タイヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 0 0 2 2 2 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 15 15 14 1 15 14 0 26 0 0 68

51 13 12 0 1 12 39 39 18 21 39 39 0 39 12 0 12 0 50

88 20 20 1 1 20 68 68 0 68 78 78 0 150 20 1 20 3,614

20 14 14 13 1 6 6 6 0 6 6 0 6 14 14 6

コンクリート片 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2

廃アスファルト 2 2 2 2 2 2 2 2

その他の建設廃材 16 14 14 13 1 2 2 2 0 2 2 0 2 14 14 2

133 2 2 2 0 131 131 10 121 122 114 8 533 14 14 3 533

4 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0

感染性廃棄物 0 0 0 0

混合物等 4 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 2

2
 -

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

再生
利用量

最終
処分量

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-3　排出量及び処理・処分量（電気・水道業　種類別：変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

381 69 312 230 18 1 16 0 83 37 44 2 99 37 37

2 0 2 2 2 2

299 68 230 229 17 1 16 0 1 1 0 17

有機性汚泥 214 214 214 15 15 0 0 15

無機性汚泥 84 68 16 15 2 1 1 0 1 1 0 2

0 0 0 0 0 0

一般廃油 0 0 0 0 0 0

廃溶剤

その他 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ

0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 1 0 0 0

11 11 0 0 0 0 11 11 0 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリート片 0 0 0 0 0

廃アスファルト

その他の建設廃材 0 0 0 0 0 0 0 0

68 0 68 68 37 29 2 68 37 37

0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物

混合物等 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 2

3
 -

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

再生
利用量

自己中間処理後量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-3　排出量及び処理・処分量（電気・水道業　種類別：変換）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

62 2 2 0 2 60 60 0 18 43 46 45 2 46 41 37 0 4 115

2 2 2 2 3 2 2 2 2 0 1 2

17 0 0 0 17 17 0 16 2 0 0 0 1 0 0 69

有機性汚泥 15 15 15 0 15 0 0 0 0 0

無機性汚泥 2 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 69

0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般廃油 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃溶剤

その他 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1

11 0 0 0 11 11 0 11 11 11 0 11 0 0 11

2 1 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリート片 0 0 0 0 0 0 0 0

廃アスファルト

その他の建設廃材 0 0 0 0 0 0

31 2 2 2 29 29 29 29 29 0 29 39 37 2 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物

混合物等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 2

4
 -

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

再生
利用量

最終
処分量

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-4　排出量及び処理・処分量（運輸業　種類別：変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

4 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0

無機性汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

一般廃油 0 0 0 0 0 0

廃溶剤 0 0 0 0 0

その他

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 1

0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0

1 1 1 1 0 1

0 0 0 0 0

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

感染性廃棄物 0 0 0 0 0

混合物等 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 2

5
 -

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

再生
利用量

自己中間処理後量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-4　排出量及び処理・処分量（運輸業　種類別：変換）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 2 1 2 1 0 1 0 3

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無機性汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般廃油 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃溶剤 0 0 0 0

その他

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物 0 0 0 0

混合物等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 2

6
 -

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

再生
利用量

最終
処分量

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-5　排出量及び処理・処分量（卸・小売業　種類別：変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

10 0 10 2 2 0 1 8 6 2 10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0 0 0

無機性汚泥 0 0 0 0 0

2 0 1 1 1 1

一般廃油 2 0 1 1 1 1

廃溶剤

その他

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 3 0 0 0 3 3 0 3

廃プラスチック 1 1 0 0 0 1 1 0 1

廃タイヤ 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 1

2 2 1 1 1 0 0 0 2

1 1 1 1 1

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物

混合物等 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 2

7
 -

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

再生
利用量

自己中間処理後量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-5　排出量及び処理・処分量（卸・小売業　種類別：変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

10 3 3 0 3 6 6 0 3 3 3 2 1 2 4 0 4 3

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無機性汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 1 0 0 0 1

一般廃油 1 1 1 0 1 0 0 0 1

廃溶剤

その他

0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 3 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1

廃プラスチック 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ 2 2 2 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0

1 1 1 1 1 1

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物

混合物等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 2

8
 -

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

再生
利用量

最終
処分量

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-6　排出量及び処理・処分量（宿泊・飲食　種類別：変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

2 0 2 2 2 2

0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0 0 0

無機性汚泥

1 0 1 1 1 1

一般廃油 1 0 1 1 1 1

廃溶剤

その他

1 1 1 1 1

廃プラスチック 1 1 1 1 1

廃タイヤ

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材

感染性廃棄物

混合物等

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 2

9
 -

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

再生
利用量

自己中間処理後量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-6　排出量及び処理・処分量（宿泊・飲食　種類別：変換）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

2 2 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0

無機性汚泥

1 1 1 0 1 0 0 0 0

一般廃油 1 1 1 0 1 0 0 0 0

廃溶剤

その他

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材

感染性廃棄物

混合物等

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 3

0
 -

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

再生
利用量

最終
処分量

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-7　排出量及び処理・処分量（医療・福祉　種類別：変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

3 3 3 3 0 3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0 0 0

無機性汚泥 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

一般廃油 0 0 0 0 0

廃溶剤 0 0 0 0 0

その他

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

廃プラスチック 0 0 0 0 0

廃タイヤ 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材

3 3 3 3 0 3

感染性廃棄物 2 2 2 2 2

混合物等 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 3

1
 -

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

再生
利用量

自己中間処理後量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-7　排出量及び処理・処分量（医療・福祉　種類別：変換）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

3 0 0 0 0 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無機性汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般廃油 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃溶剤 0 0 0 0

その他

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材

3 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物 2 2 2 0 2

混合物等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

-
 3

2
 -

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

再生
利用量

最終
処分量

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-8　排出量及び処理・処分量（サービス業　種類別：変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

有機性汚泥

無機性汚泥 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

一般廃油 0 0 0 0 0

廃溶剤 0 0 0 0 0

その他

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ

0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材

感染性廃棄物

混合物等

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値である。

-
 3

3
 -

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

再生
利用量

自己中間処理後量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-8　排出量及び処理・処分量（サービス業　種類別：変換）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥

無機性汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般廃油 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃溶剤 0 0 0 0

その他

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材

感染性廃棄物

混合物等

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値である。

-
 3

4
 -

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

再生
利用量

最終
処分量

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-9　排出量及び処理・処分量（その他の業種　種類別：変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0 0 0

無機性汚泥 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

一般廃油 0 0 0 0 0

廃溶剤

その他 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

廃プラスチック 0 0 0 0 0

廃タイヤ 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材

0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物 0 0 0 0 0

混合物等 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。

-
 3

5
 -

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

再生
利用量

自己中間処理後量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表3-9　排出量及び処理・処分量（その他の業種　種類別：変換）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有機性汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無機性汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般廃油 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃溶剤

その他 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃タイヤ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コンクリート片

廃アスファルト

その他の建設廃材

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物 0 0 0 0

混合物等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除き、特別管理産業廃棄物を含む。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

注3）「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。

-
 3

6
 -

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

再生
利用量

最終
処分量

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

合計

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

動物系固形不要物

金属くず

ガラス陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

その他の産業廃棄物



表4-1　特別管理産業廃棄物の排出量及び処理・処分量（種類別：変換）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

121.6 0.4 121.2 15.6 0.3 0.0 0.3 105.6 40.5 64.9 0.3 65.5

20.7 0.1 20.5 13.5 7.1 5.7 1.4 1.4

11.9 11.9 11.9 11.9 11.9

13.3 0.3 13.0 2.1 10.9 10.9 10.9

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

73.2 73.2 73.2 34.8 38.1 0.3 38.4

鉱さい

廃石綿等 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3

ばいじん 69.2 69.2 69.2 34.8 34.4 34.4

燃え殻

廃油 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

汚泥 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

廃酸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

廃アルカリ 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

0.3 0.0 0.3 0.3

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除く。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

特定有害産業廃棄物

非特別管理産業廃棄物

腐食性廃アルカリ

感染性廃棄物

引火性廃油

腐食性廃酸

合計

再　生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

自己中間処理後量

-
 3

7
 -

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

その他
量



表4-1　特別管理産業廃棄物の排出量及び処理・処分量（種類別：変換）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

65.5 0.3 0.3 0.3 0.0 65.2 65.2 0.5 64.7 36.6 27.5 9.2 68.0 9.4 9.4 68.4

1.4 1.4 1.4 0.3 1.1 0.1 0.1 5.7 5.9

11.9 11.9 11.9 0.0 11.9 0.5 0.5 0.5 0.5

10.9 10.9 10.9 0.1 10.8 0.1 0.1 0.1 0.4

2.5 2.5 2.5 0.0 2.5

38.4 0.3 0.3 0.3 0.0 38.1 38.1 0.1 38.0 13.2 5.1 8.1 39.9 8.4 8.4 39.9

鉱さい

廃石綿等 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3

ばいじん 34.4 34.4 34.4 0.1 34.3 13.1 5.1 8.1 39.9 8.1 8.1 39.9

燃え殻

廃油 0.1 0.1 0.1 0.1

汚泥 1.9 1.9 1.9 0.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0

廃酸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

廃アルカリ 1.7 1.7 1.7 0.0 1.7

0.3 0.3 0.3 0.3 22.9 21.8 1.1 21.8 1.1 1.1 21.8

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除く。　　注2）「変換」、「無変換」の定義については、11頁の留意事項を参照のこと。

特定有害産業廃棄物

非特別管理産業廃棄物

腐食性廃アルカリ

感染性廃棄物

引火性廃油

腐食性廃酸

再生
利用量

最終
処分量

合計

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

（処理主体の内訳）

最終処分量 その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　  区　分

　種　類

委託
処理量

委託処理量の内訳 再生
利用量

委託中間処理後量

-
 3

8
 -



表4-2　特別管理産業廃棄物の排出量及び処理・処分量（業種別）【平成21年度】　（その１）
（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 排出量 搬出量

市内 市外

（A） （B） （C） （D） （E） （E1） （E2） （E3） （E4） （E5） （G） （G1） （G2） （G3） （G4） （G5） （H） （I）

（B+C） （D+G） （I+K+J） （E2+G2)

121.6 0.4 121.2 15.6 0.3 0.0 0.3 105.6 40.5 64.9 0.3 65.5

2.1 2.1 2.1 1.9 0.2 2.1

116.9 0.4 116.5 15.6 0.3 0.0 0.3 100.9 40.5 60.4 0.1 60.8

食料品 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

飲料・飼料 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

繊維

木材

家具

パルプ・紙

印刷

化学 27.4 0.4 27.0 13.5 0.3 0.3 13.5 5.7 7.8 0.1 8.2

石油・石炭 18.9 18.9 2.1 0.0 0.0 16.8 16.7 0.0 16.8

プラスチック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ゴム 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

皮革

窒業・土石

鉄鋼 70.5 70.5 70.5 34.8 35.6 35.6

非鉄金属

金属 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

はん用機器

生産用機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

業務用機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

電子部品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

電気機器

情報通信機器

輸送機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

電気業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ガス業

上水道業

工業用水道業

下水道業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除く。

注2）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注2）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。

サービス業※1

その他の業種※2

宿泊・飲食

医療・福祉

運輸業

卸・小売業

製造業

電気・水道業

合計

建設業

その他
量

再生
利用量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

自己
最終

処分量

委託
中間

処理量

委託
直接最終
処分量

その他
量

自己中間処理後量

-
 3

9
 -

　　　　　　　　　　　  区　分

　業　種

自己中間処理量 自己未処理量 自己最終処分量

（自己中間処理後の処理内訳） （自己未処理の処理内訳） （処理先地域
の内訳）

再生
利用量



表4-2　特別管理産業廃棄物の排出量及び処理・処分量（業種別）【平成21年度】　（その２）
（単位：千ｔ/年）

再生利用量

委託中間処理量

事業者 自治体 処理業者

処理業者 自治体 市内 市外 処理業者 自治体 市内 市外

（K） （O） （L） （M） （M1） （M2） （R） （Q） （Q1） （Q2） （Q3） （J） （S）

（O+L） （E1+G1+M1） （I+O+M2) （E5+G5） （B+R)

65.5 0.3 0.3 0.3 0.0 65.2 65.2 0.5 64.7 36.6 27.5 9.2 68.0 9.4 9.4 68.4

2.1 0.2 0.2 0.2 0.0 1.9 1.9 1.9 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.6 0.0

60.8 0.1 0.1 0.1 60.7 60.7 0.4 60.2 35.9 27.5 8.5 67.9 8.6 8.6 68.4

食料品 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1

飲料・飼料 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

繊維

木材

家具

パルプ・紙

印刷

化学 8.2 0.1 0.1 0.1 8.2 8.2 0.4 7.8 1.3 1.1 0.2 6.8 0.2 0.2 7.2

石油・石炭 16.8 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 0.0 16.7 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

プラスチック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ゴム 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

皮革

窒業・土石

鉄鋼 35.6 35.6 35.6 35.6 34.4 26.3 8.1 61.1 8.1 8.1 61.1

非鉄金属

金属 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

はん用機器

生産用機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

業務用機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

電子部品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

電気機器

情報通信機器

輸送機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

電気業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ガス業

上水道業

工業用水道業

下水道業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.5 2.5 2.5 0.0 2.5 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注1）本結果表では農業からの産業廃棄物を除く。

注2）※1欄の「サービス業」は、「学術・専門」、「生活・娯楽」及び「サービス業」の合計値であり、

注2）※2欄の「その他の業種」は、「林業」、「漁業」、「鉱業」、「情報通信業」、「金融・保険業」、「不動産業」、「教育・学習」及び「複合サービス」の合計値である。

サービス業※1

その他の業種※2

宿泊・飲食

医療・福祉

運輸業

卸・小売業

製造業

電気・水道業

合計

建設業

（処理主体
の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理主体
の内訳）

その他
量

資源化
量委託直接最終処分量

　　　　　　　　　　　  区　分

　業　種

委託
処理量

委託処理量の内訳 最終処分量

委託中間処理後量 （処理主体の内訳）

（処理先地域
の内訳）

（処理後の処理内訳）

再生
利用量

最終
処分量

-
 4

0
 -
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循 環 第 ２ ４ ０ 号 

平成２２年９月３日 

 

調査対象事業者 様 

 

                             岡山県環境文化部長 

                             （公印省略） 

 

岡山県産業廃棄物実態調査へのご協力について（依頼） 

 

本県の廃棄物処理行政の推進につきましては、日頃から格別のご理解とご協力をいただき感謝申

し上げます。 

さて、本県では、平成 19 年 3 月に「第 2 次岡山県廃棄物処理計画」を策定し、循環型社会の形

成に向け各種施策を推進していますが、計画策定後の産業廃棄物を取り巻く社会・経済情勢は大き

く変化しております。 

このため、「第 2 次岡山県廃棄物処理計画」の見直しを行うこととしており、この計画の基礎資

料とするため、平成 21 年度を調査対象年度とした産業廃棄物の実態調査を実施することといたし

ました。 

つきましては、貴事業所を調査対象事業所として選定させていただきましたので、ご多忙のとこ

ろ誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解いただき、別添調査票にご記入の上、同封の返信用封筒

により平平成２２年１０月１日（金）までにご返送いただきますようお願い申し上げます。 

ご回答いただきました内容につきましては、統計数値として使用するものであって、会社名や個

人名を公表することはありません。 

なお、本調査は業務を委託して実施いたします。調査票の記入方法等に関するお問い合わせにつ

いては、下記に記載しております応用技術株式会社までお願いいたします。 

 

 ［委託調査機関・お問い合わせ先・調査票送付先］ 

    応用技術株式会社 解析事業部 環境解析部（産廃実態調査担当） 

    〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東 1 丁目１－１０ ＲＩＳＥ８８ ６階 

    電話：０１２０－３８１－４５３（フリーダイヤル）又は０６－６３７３－６０９８ 

    受付時間：9：00～17：00（12：00～13：00、土日・祝日除く。） 

    ＦＡＸ：０６－６３７３－６１２６ 

 

 ［調査主体］ 

    岡山県 環境文化部 循環型社会推進課 産業廃棄物班 

    〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下２丁目４番６号 

    電話：０８６－２２６－７３０８（直通） 

ＨＰ：http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=30 

 

 回答票の電子ファイル（エクセルファイル）を Web ページ（以下の URL 参照）にアップロード

しております。 

 調査票は建設業向けと、建設業以外の業種向けの２種類ありますので、該当する調査票の電子

ファイルをダウンロードしてご利用ください。 
 

URL ： http://www.apptec.co.jp/engineering/okayama-sanpai.html 
 
 なお、回答票を電子メールにより提出される場合は、以下の記入例を参考に宛名の下に記載し

ております調査票番号（７桁コード）を件名にご記入ください。 
 
件名（例）：「岡山県産業廃棄物実態調査の回答（33E1234）」 （調査票番号が 33E1234 の場合）

提出先 ： sanpai@apptec.co.jp （応用技術株式会社 解析事業部 環境解析部） 

 

－ －
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千 万
　 億
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岡
山
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、
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敷
市
も
含
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年
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無

元
請

工
事

　
有

返
　

送

工
事

実
績

及
び

内
容

廃
棄

物
等

発
生

し
な

い

廃
棄

物
等

発
生

す
る

調
査

票
（
そ

の
２

）

返
　

送

返
　

送

次
へ

 そ
の

産
業

廃
棄

物
等

の
発

生
場

所
（

工
事

場
所

）
に

つ
い

て
、

 各
市

町
村

ご
と

に
そ

の
割

合
（

発
生

量
）

を
右

の
枠

内
に

記
入

し
て

下
さ

い
。

次
へ

「
事

業
所

の
概

要
」

の
み

記
入

し
、

返
送

し
て

下
さ

い
。

「
事

業
所

の
概

要
」

「
工

事
実

績
」

を
記

入
し

、
返

送
し

て
下

さ
い

。

次
へ

次
へ

地
域

名
市

町
村

名

％
市

山
岡

市
山

岡

％
市

敷
倉

市
敷

倉

％
市

野
玉

％
市

前
備

％
市

内
戸

瀬

％
市

磐
赤 （

和
気

郡
）

和
気

町
％

（
加

賀
郡

）
吉

備
中

央
町

％ ％
市

岡
笠

％
市

原
井

％
市

社
総

％
市

梁
高

％
市

見
新

％
市

口
浅 （

都
窪

郡
）

早
島

町
％

（
浅

口
郡

）
里

庄
町

％

（
小

田
郡

）
矢

掛
町

％ ％
市

山
津

％
市

庭
真

％
市

作
美 （

真
庭

郡
）

新
庄

村
％

（
苫

田
郡

）
鏡

野
町

％

（
勝

田
郡

）
勝

央
町

％

（
勝

田
郡

）
奈

義
町

％

（
英

田
郡

）
西

粟
倉

村
％

（
久

米
郡

）
久

米
南

町
％

（
久

米
郡

）
美

咲
町

％

美
作

県
民

局
管

内

備
中

県
民

局
管

内

産
業

廃
棄

物
等

の
発

生
場

所
（

工
事

場
所

）
の

割
合

（
概

ね
の

発
生

量
よ

り
記

入
し

て
下

さ
い

。
） 割
合

備
前

県
民

局
管

内

裏
面

の
調

査
票

（
そ

の
２

）
に

発
生

し
た

産
業

廃
棄

物
等

に
つ

い
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

－ 2 －



産
業

廃
棄

物
処

理
実

態
調

査
票

【
そ

の
２

】
建

設
業

行行 番
百 万

十 万
万

千
百

十
一

単
位

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

百 万
十 万

万
千

百
十

一
単

位
１

次
処

理
２

次
処

理
３

次
処

理

1
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

記
2

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

3
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

4
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

入
5

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

6
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

7
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

欄
8

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

9
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

1
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

1
1

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

1
2

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

1
3

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

1
4

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

1
5

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

⑪
資

源
化

用
途

区
分

自
社

・
委

託
で

の
資

源
化

①
廃

棄
物

の
名

称
②

分
類

番
号

⑦
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
名

称
⑧

処
理

・
処

分
先

又
は

再
生

利
用

先
の

所
在

地

●
別

紙
、

「
調

査
票

の
記

入
要

領
・
記

入
例

」
、

「
廃

棄
物

分
類

表
」
を

参
考

に
記

入
し

て
下

さ
い

。
●

自
社

で
発

生
し

た
副

産
物

（
産

業
廃

棄
物

、
有

償
・
無

償
引

渡
物

）
全

て
が

対
象

と
な

り
ま

す
。

 再
生

利
用

、
売

却
を

し
て

い
る

場
合

も
記

入
し

て
下

さ
い

。

工
事

現
場

又
は

自
社

で
の

中
間

処
理

工
事

現
場

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
の

発
生

量
自

社
処

分
・

自
社

再
利

用
、

委
託

処
理

委
託

中
間

処
理

⑩
処

理
後

の
処

分
方

法

⑨
方

法
番

号
④

方
法

番
号

⑤
中

間
処

理
後

量
⑥

処
理

・
処

分
の

方
法

③
年

間
発

生
量

⑨
委

託
中

間
処

理
の

方
法

　
⑥

の
「

処
理

・
処

分
の

方
法

」
で

「
U
1
｣
と

回
答

さ
れ

た
場

合
（

中
間

処
理

を
委

託
）

は
、

委
託

先
で

中
間

処
理

さ
れ

た
内

容
に

該
当

す
る

処
理

方
法

の
番

号
を

下
欄

の
「

委
託

中
間

処
理

方
法

コ
ー

ド
表

」
か

ら
選

ん
で

、
中

間
処

理
の

過
程

順
に

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑩
委

託
中

間
処

理
後

の
再

生
利

用
・

処
分

の
方

法
　

委
託

先
で

中
間

処
理

さ
れ

た
後

の
廃

棄
物

の
処

理
方

法
に

該
当

す
る

番
号

を
下

記
か

ら
選

ん
で

、
そ

の
記

号
を

○
で

囲
ん

で
下

さ
い

。
　

１
．

再
生

利
用

・
リ

サ
イ

ク
ル

し
て

い
る

｡
　

２
．

埋
立

処
分

し
て

い
る

。
　

３
．

海
洋

投
入

し
て

い
る

。

①
工

事
現

場
で

発
生

し
た

廃
棄

物
の

名
称

　
貴

工
事

現
場

で
日

常
使

用
し

て
い

る
名

称
で

記
入

し
て

下
さ

い
。

②
廃

棄
物

の
分

類
番

号
　

別
紙

、
「
廃

棄
物

分
類

表
」
を

み
て

該
当

す
る

４
ケ

タ
の

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

③
年

間
の

発
生

量
（

中
間

処
理

す
る

前
の

量
）

　
各

行
ご

と
に

１
年

間
の

発
生

量
を

、
焼

却
や

脱
水

な
ど

の
中

間
処

理
を

す
る

前
の

量
で

記
入

し
て

下
さ

い
。

な
お

、
単

位
は

該
当

す
る

も
の

を
選

び
、

○
で

囲
ん

で
下

さ
い

。

④
工

事
現

場
又

は
自

社
で

の
中

間
処

理
方

法
　

自
社

で
中

間
処

理
さ

れ
た

場
合

は
、

該
当

す
る

処
理

方
法

の
記

号
を

下
欄

の
「

中
間

処
理

方
法

コ
ー

ド
表

」
か

ら
選

ん
で

、
中

間
処

理
の

過
程

順
に

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑤
中

間
処

理
後

の
量

　
中

間
処

理
後

の
残

さ
量

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
な

お
、

単
位

は
該

当
す

る
も

の
を

選
び

、
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

⑥
処

理
・

処
分

の
方

法
　

発
生

（
自

社
で

中
間

処
理

し
た

場
合

は
、

中
間

処
理

後
の

廃
棄

物
）

し
た

廃
棄

物
の

処
理

・
処

分
方

法
を

下
欄

の
「

処
理

・
処

分
方

法
コ

ー
ド

表
」

か
ら

選
ん

で
、

そ
の

記
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑦
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
名

称
等

　
処

理
・

処
分

（
⑥

に
該

当
す

る
）

等
を

行
っ

た
先

の
名

称
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑧
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
所

在
地

　
処

理
・

処
分

（
⑦

に
該

当
す

る
）

等
を

行
っ

た
処処

理
・

処
分

施
設

の
あ

る
所

在
地

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑪
資

源
化

の
用

途
　

⑥
の

「
処

理
・

処
分

の
方

法
」

で
｢
V
1
,
V
2
,
W
1
,
X
1
,
R
6
｣
又

は
前

問
　

⑩
で

「
１

」
と

回
答

さ
れ

た
場

合
、

下
欄

の
｢
資

源
化

用
途

コ
ー

ド
表

｣
か

ら
該

当
す

る
番

号
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑥
処

理
・

処
分

方
法

コ
ー

ド
表

＜
自

己
処

理
＞

Ｖ
１

：
自

社
で

再
利

用
し

た
。

Ｖ
２

：
売

却
で

き
な

い
も

の
を

自
社

で
再

利
用

し
た

。
Ｗ

１
：

売
却

（
利

益
が

あ
っ

た
）

し
た

。
Ｚ

１
：

自
社

で
保

管
し

て
い

る
。

Ｑ
１

：
自

社
の

処
分

場
で

埋
立

処
分

し
た

。

＜
産

業
廃

棄
物

処
理

業
者

等
へ

委
託

処
理

＞
Ｕ

１
：

処
理

業
者

に
中

間
処

理
（

資
源

化
・

リ
サ

イ
ク

ル
を

含
む

）
を

委
託

し
た

。
Ｘ

１
：

廃
品

回
収

（
資

源
）

業
者

、
あ

る
い

は
納

入
業

者
、

関
連

企
業

等
で

再
生

処
理

を
　

　
　

し
た

。
Ｓ

１
：

処
理

業
者

の
処

分
場

で
直

接
埋

立
処

理
し

た
。

Ｔ
１

：
処

理
業

者
で

直
接

海
洋

投
入

し
た

。

⑨
委

託
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

　 　 　
 　

具
体

的
に

　

⑪
資

源
化

用
途

コ
ー

ド
表

④
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

　
  

(ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
原

材
料

)
Ｍ

：
堆

肥
化

(発
酵

)
Ｎ

：
銀

回
収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
固

型
化

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収
Ｕ

：
非

鉄
金

属
回

収
Ｖ

：
濃

縮
Ｗ

：
油

化
Ｘ

：
選

別
Ｙ

：
固

形
燃

料
化

Ｚ
：

そ
の

他

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

Ｍ
：

堆
肥

化
Ｎ

：
銀

回
収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
固

型
化

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

選
別

Ｙ
：

固
形

燃
料

化

Ｚ
：

そ
の

他

１
０

：
鉄

鋼
原

料
２

０
：

非
鉄

金
属

等
原

材
料

３
０

：
燃

料
３

１
：

木
炭

４
１

：
飼

料
４

２
：

肥
料

４
３

：
土

壌
改

良
材

５
０

：
土

木
・

建
設

資
材

５
１

：
再

生
木

材
・

合
板

６
０

：
パ

ル
プ

・
紙

原
材

料

７
０

：
ガ

ラ
ス

原
材

料
８

０
：

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

原
材

料
８

１
：

再
生

タ
イ

ヤ
９

０
：

セ
メ

ン
ト

原
材

料
９

１
：

再
生

油
・

再
生

溶
剤

９
２

：
中

和
剤

９
３

：
高

炉
還

元
９

８
：

そ
の

他

具
体

的
に

＜
市

町
村

へ
委

託
処

理
＞

Ｒ
１

：
市

町
村

等
が

設
置

す
る

一
般

廃
棄

物
処

分
場

で
埋

立
し

た
。

Ｒ
５

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

焼
却

等
の

中
間

処
理

を
し

た
。

　
　

　
（

ご
み

収
集

を
含

む
）

Ｒ
６

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

リ
サ

イ
ク

ル
し

た
。

＜
そ

の
他

＞
Ｚ

９
：

そ
の

他

　 　
　

 具
体

的
に

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

10
～
93

に
該

当
す

る
も

の
が

な
い

場
合

、

⑪
の

枠
中

に
具

体
的

な
用

途
を

直
接

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

＜
平

成
21

年
度

実
績

＞

－ 3 －



　
●

こ
の

調
査

の
対対

象
工

事
は

、
平

成
2

1
年

度
（

平
成

2
1

年
４

月
１

日
～

平
成

2
2

年
３

月
３

１
日

）
に

完
成

し
た

建
設

工
事

で
す

。
こ

の
期

間
中

の
廃

棄
物

の
発

生
と

　
　

処
理

・
処

分
の

状
況

を
質

問
①

～
⑪

ま
で

の
流

れ
に

従
っ

て
記

入
し

て
下

さ
い

。

　
●

こ
の

調
査

で
は

、
県県

内
で

施
工

し
た

元
請

工
事

か
ら

発
生

し
た

副
産

物
（

産
業

廃
棄

物
、

有
償

・
無

償
引

渡
物

）
が

記
入

の
対

象
と

な
り

ま
す

。

　
●

廃
棄

物
が

ど
の

よ
う

に
分

類
さ

れ
て

い
る

か
を

示
す

た
め

に
、

裏
面

に
「

廃
棄

物
分

類
表

」
を

掲
げ

て
あ

り
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

下
さ

い
。

　
●

発
生

し
た

廃
棄

物
の

「
名

称
」

と
「

数
量

」
の

回
答

欄
に

は
、

「
焼

却
」

､
「

脱
水

」
等

の
処

理
を

行
う

前
の

「
名

称
」

と
「

数
量

」
を

お
答

え
下

さ
い

。

　
　

○
自

社
で

焼
却

し
て

い
る

場
合

、
発

生
し

た
廃

棄
物

と
は

焼
却

前
の

も
の

で
す

。
（

記
入

例
C

を
参

考
に

し
て

下
さ

い
）

　
　

　
　

木
く

ず
、

紙
く

ず
、

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
等

を
焼

却
し

て
い

る
場

合
の

「
③

年
間

発
生

量
」

は
、

焼
却

前
の

量
で

す
。

従
っ

て
「

①
廃

棄
物

の
名

称
」

、
「

②
分

類
番

号
」

は
、

　
　

　
　

燃
や

す
前

の
名

称
と

そ
の

分
類

番
号

と
な

り
ま

す
。

な
お

、
焼

却
後

の
灰

の
量

が
「

⑤
中

間
処

理
後

量
」

と
な

り
ま

す
。

　
　

○
自

社
で

脱
水

し
て

い
る

場
合

の
発

生
し

た
廃

棄
物

と
は

脱
水

前
の

も
の

で
す

。
（

記
入

例
Ｅ

を
参

考
に

し
て

下
さ

い
）

　
　

　
　

汚
泥

の
発

生
量

は
、

脱
水

、
乾

燥
等

の
中

間
処

理
を

行
う

前
の

量
で

あ
り

、
脱

水
機

等
に

投
入

さ
れ

た
１

年
間

の
量

が
「

③
年

間
発

生
量

」
と

な
り

ま
す

。
な

お
、

脱
水

前
の

　
　

　
　

重
量

を
把

握
し

て
い

な
い

場
合

は
、

下
記

の
式

よ
り

計
算

し
て

下
さ

い
。

　
　

　
　

　
　

＜
式

＞
：

（
脱

水
前

の
汚

泥
発

生
量

）
＝

（
脱

水
後

の
汚

泥
量

）
×

（
１

０
０

％
－

脱
水

後
の

含
水

率
％

）
÷

（
１

０
０

％
－

脱
水

前
の

含
水

率
％

）

行 番
百 万

十 万
万

千
百

十
一

単
位

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

百 万
十 万

万
千

百
十

一
単

位
１

次
処

理
２

次
処

理
３

次
処

理

1
鉄

筋
く

ず
1

2
1

0
9

㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｗ

1
町

１
・

２
・

３
10

記
2

木
く

ず
0

8
1

0
3

0
㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｕ

1
市

Ｇ
１

・
２

・
３

30

3
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

0
6

0
0

1
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ａ

1
㎏

 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｓ

1
町

１
・
２
・
３

4
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

0
6

0
0

5
㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｕ

1
市

Ｉ
１
・
２
・
３

30

入
5

ベ
ン

ト
ナ

イ
ト

汚
泥

0
2

2
1

6
0

0
㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｂ

1
0

0
㎏

 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｓ

1
▼

×
県

市
１
・
２
・
３

6
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

が
れ

き
1

5
0

1
1

2
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｕ

1
市

Ｇ
１
・
２
・
３

50

7
→

→

欄
8

■
■

㈱

⑩
処

理
後

の
処

分
方

法

⑪
資

源
化

用
途

▲
○

○
○

○
×

○
△

×
●

△
△

㈱

⑨
方

法
番

号
区

分
⑤

中
間

処
理

後
量

⑥
処

理
・

処
分

の
方

法

⑦
処

理
・

処
分

先
又

再
生

利
用

先
の

名
称

⑧
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
所

在
地

①
廃

棄
物

の
名

称
②

分
類

番
号

■
▼

㈱

建
設
業

③
年

間
発

生
量

④
方

法
番

号

太
字

の
部

分
が

、
記

入
事

例
箇

所
を

示
し

て
い

ま
す

。
記

入
例

を
参

考
に

し
て

調
査

票
（
そ

の
２

）
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

×
▽

㈱
△

△
産

業

□
□

商
店

㈱
×

□

本
紙

の
裏

面
の

「
廃

棄
物

分
類

表
」
を

参
照

し
て

下
さ

い
。

廃
棄

物
を

委
託

し
て

い
る

場
合

で
、

委
託

後
の

具
体

的
な

処
理

・
処

分
を

把
握

し
て

い
な

い
場

合
は

、
委

託
先

へ
確

認
し

て
記

入
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

不
定

期
の

回
収

業
者

等
で

、
住

所
な

ど
の

詳
細

が
不

明
な

場
合

は
、

わ
か

る
範

囲
で

記
入

し
て

下
さ

い
。

調
査

票
（
そ

の
２

）の
記

入
例

記
入

例
：

Ａ

記
入

例
：

Ｃ

記
入

例
：

Ｅ

記
入

例
：

Ｆ

＜
調
査
票
の
記
入
要
領
・
記
入
例
＞

調
査

対
象

期
間

調
査

対
象

と
す

る
工

事
と

廃
棄

物

発
生

量
に

つ
い

て

記
入

例
：

Ｂ

⑪
資

源
化

用
途

コ
ー

ド
表

１
０

：
鉄

鋼
原

料
２

０
：

非
鉄

金
属

等
原

材
料

３
０

：
燃

料
３

１
：

木
炭

４
１

：
飼

料
４

２
：

肥
料

４
３

：
土

壌
改

良
材

５
０

：
土

木
・

建
設

資
材

５
１

：
再

生
木

材
・

合
板

６
０

：
パ

ル
プ

・
紙

原
材

料
７

０
：

ガ
ラ

ス
原

材
料

８
０

：
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
原

材
料

８
１

：
再

生
タ

イ
ヤ

９
０

：
セ

メ
ン

ト
原

材
料

９
１

：
再

生
油

・
再

生
溶

剤
９

２
：

中
和

剤
９

３
：

高
炉

還
元

９
８

：
そ

の
他

⑨
委

託
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

　

④
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

Ｍ
：

堆
肥

化
Ｎ

：
銀

回
収

Ｏ
：

コ
ン

ク
リ

ー
ト

固
型

化
Ｖ

：
濃

縮
Ｗ

：
油

化
Ｘ

：
選

別
Ｙ

：
固

形
燃

料
化

Ｚ
：

そ
の

他

⑩
処

理
後

の
処

分
方

法
１

 再
利

用
・

再
生

利
用

し
て

い
る

２
 埋

立
処

分
し

て
い

る
３

 海
洋

投
入

し
て

い
る

該
当

す
る

単
位

に
、

必
ず

○
を

つ
け

て
下

さ
い

。

記
入

例
：

Ｄ

記
入

例
：
Ａ

・
工
事
現
場
か
ら
鉄
筋
く
ず
が

　
年
間
９
ｔ
発
生
し
た
が
、
す

　
べ
て
、
○
○
町
の
㈱
△
△
産

　
業
に
売
却
し
た
。

・
相
手
先
で
は
、
鉄
鋼
材
料
と

　
し
て
再
生
利
用
し
て
い
る
。

記
入

例
：
Ｂ

・
工
事
現
場
か
ら
建
設
木
く
ず
が
年
間

　
に
２
ｔ
車
で
３
０
台
分
（
す
べ
て
満

　
杯
）
発
生
し
た
。

・
１
台
当
た
り
の
重
量
が
１
ｔ
程
度
で

　
あ
る
た
め
、
重
量
に
換
算
す
る
と
、

　
３
０
ｔ
で
あ
る
。

・
こ
れ
は
、
○
×

市
に
あ
る
□
□
商
店

　
に
料
金
を
払
っ
て
処
理
を
委
託
し
た
。

・
相
手
先
で
は
、
破
砕
チ
ッ
プ
化
し
、

　
燃
料
と
し
て
再
生
利
用
し
て
い
る
。

記
入

例
：
Ｃ

・
工
事
現
場
か
ら
廃
プ
ラ
ス
チ

　
ッ
ク
が
年
間
１
０
ｔ
発
生
し

　
た
。

・
す
べ
て
自
社
の
焼
却
炉
で
焼

　
却
し
た
。
そ
の
灰
の
量
は
年

　
間
で
１
ｔ
程
度
で
あ
り
、

　
○
△
町
に
あ
る
㈱
×
□
の
処

　
分
場
で
埋
立
処
分
し
た
。

記
入

例
：
Ｄ

・
工
事
現
場
か
ら
プ
ラ
ス

　
チ
ッ
ク
く
ず
が
年
間
５

　
ｔ
発
生
し
た
。

・
こ
れ
は
、
×
●
市
に
あ

　
る
■
▼
㈱
に
中
間
処
理

　
を
委
託
し
た
。

・
委
託
先
で
は
圧
縮
し
て

　
固
形
燃
料
を
製
造
し
て

　
い
る
。

記
入

例
：
Ｅ

・
工

事
現

場
か

ら
ベ

ン
ト
ナ
イ
ト
汚
泥
が
発
生
し
た
が
、

　
す

べ
て

工
事

現
場

内
で
脱
水
し
た
。

・
脱

水
後

の
汚

泥
量

は
、
１
０
０
ｔ
（
含
水
率
７
０
％
）

 
 
で

あ
っ

た
。

・
脱

水
前

の
量

は
、

把
握
し
て
い
な
い
の
で
正
確
で
な

　
い

が
、

脱
水

前
の

含
水
率
が
９
５
％
で
あ
る
た
め
計

　
算

す
る

と
６

０
０

ｔ
と
な
る
。

・
処

理
後

の
汚

泥
は

、
㈱
□
□
に
運
搬
を
委
託
し
、

　
▼

×
県

▲
○

市
内

に
管
理
型
処
分
地
を
保
有
す
る

　
■

■
㈱

で
埋

立
処

分
し
た
。

・
計

算
式

　
1
0
0
ｔ

×
(
1
0
0
－
7
0
)
÷
(
1
0
0
－
9
5
)
＝
6
0
0
ｔ

記
入

例
：
Ｆ

・
工
事
現
場
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
が
れ
き
等
が
１
０
ｔ

　
ダ
ン
プ
で
１
２
台
分
発
生
し
た
。
重
量
に
換
算
す
る
と

　
１
２
０
ｔ
程
度
で
あ
る
。

・
こ
れ
は
、
×
▽
市
に
破
砕
プ
ラ
ン
ト
を
保
有
す
る
△
△

　
㈱
に
中
間
処
理
を
委
託
し
た
。
△
△
㈱
で
は
破
砕
後
、

　
骨
材
と
し
て
再
生
利
用
し
て
い
る
。

　 ●
記

入
対

象
は

、
事

業
活

動
に

よ
っ

て
発

生
す

る
産

業
廃

棄
物

、
有

償
あ

る
い

は
無

償
で

引
渡

し
て

い
る

副
産

物
で

す
。

　 ●
同同

じ
種

類
の

廃
棄

物
で

も
中

間
処

理
方

法
や

処
分

方
法

、
委

託
処

理
先

等
が

異
な

る
場

合
は

、
質

問
①

の
欄

か
ら

行
を

分
け

て
記

入
　

し
て

下
さ

い
。

●
処処

理
業

者
へ

処
理

・
処

分
を

委
託

し
て

い
る

場
合

は
、

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

伝
票

等
を

参
考

に
し

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
不

明
な

点
は

、
具

体
的

　
な

内
容

を
処

理
業

者
に

確
認

し
た

う
え

で
記

入
し

て
下

さ
い

。

記
入
に
つ
い
て

⑥
処

理
・
処

分
方

法
コ

ー
ド

表

＜
自

己
処

理
＞

Ｖ
１

：
自

社
で

再
利

用
し

た
。

Ｖ
２

：
自

社
現

場
内

で
利

用
し

た
。

Ｗ
１

：
売

却
（

利
益

が
あ

っ
た

）
し

た
。

Ｚ
１

：
自

社
で

保
管

し
て

い
る

。
Ｑ

１
：

自
社

の
処

分
場

で
埋

立
処

分
し

た
。

＜
産

業
廃

棄
物

処
理

業
者

等
へ

委
託

処
理

＞
Ｕ

１
：

処
理

業
者

に
中

間
処

理
（

資
源

化
・

リ
サ

イ
ク

ル
を

含
む

）
を

委
託

　
　

　
し

た
。

Ｘ
１

：
廃

品
回

収
（

資
源

）
業

者
、

あ
る

い
は

納
入

業
者

、
関

連
企

業
等

で
　

　
　

再
生

処
理

を
し

た
。

Ｓ
１

：
処

理
業

者
の

処
分

場
で

直
接

埋
立

処
理

し
た

。
Ｔ

１
：

処
理

業
者

で
直

接
海

洋
投

入
し

た
。

＜
市

町
村

へ
委

託
処

理
＞

Ｒ
１

：
市

町
村

等
が

設
置

す
る

一
般

廃
棄

物
処

分
場

で
埋

立
し

た
。

Ｒ
５

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

焼
却

等
の

中
間

処
理

を
し

た
（

ご
み

収
集

を
　

　
　

含
む

）
Ｒ

６
：

市
町

村
の

清
掃

工
場

で
リ

サ
イ

ク
ル

し
た

。

＜
そ

の
他

＞
Ｚ

９
：

そ
の

他

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

（
セ

メ
ン

ト
原

材
料

）
Ｍ

：
堆

肥
化

(発
酵

)
Ｎ

：
銀

回
収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
固

型
化

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収
Ｕ

：
非

鉄
金

属
回

収
Ｖ

：
濃

縮
Ｗ

：
油

化
Ｘ

：
選

別
Ｙ

：
固

形
燃

料
化

Ｚ
：

そ
の

他

こ
こ

で
は

、
中

間
処

理
、

再
生

利
用

や
最

終
処

分
し

た
先

の
名

称
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
委

託
し

た
廃

棄
物

が
中

間
処

理
後

に
最

終
処

分
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

中
間

処
理

業
者

の
名

称
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
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廃廃
棄

物
分

類
表

（
そ

の
１

）

１
．

産
業

廃
棄

物
（
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
除

く
）

大
分

類
中

分
類

小
分

類

0
2
0
0

0
2
1
0

0
2
2
0 1

2
2

0
）

く
除

を
土

残
（

泥
汚

設
建

0
3
0
0

0
3
1
0 1

1
3

0
油

性
物

鉱

2
1

3
0

脂
油

性
物

植
動

0
3
2
0

0
3
3
0

0
3
4
0

0
4
0
0

0
5
0
0

0
6
0
0 1

0
6

0
ヤ

イ
タ

廃 自
動

車
用

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

バ
ン

パ
ー

0
6
0
2 3

0
6

0
ル

ー
ニ

ビ
用

業
農

廃 プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
廃

容
器

包
装

0
6
0
4 5

0
6

0
ル

ー
ロ

チ
ス

泡
発

6
0

6
0

ン
タ

レ
ウ

泡
発

7
0

6
0

ン
レ

チ
ス

リ
ポ

泡
発

8
0

6
0

材
資

設
建

製
ル

ニ
ビ

化
塩

0
7
0
0

0
7
1
0 1

1
7

0
ル

ー
ボ

ン
ダ

0
8
0
0

0
8
1
0 1

1
8

0
材

根
伐

・
材

採
伐

0
2

8
0

ト
ッ

レ
パ

0
9
0
0

0
9
1
0

1
1
0
0

1
2
0
0

1
2
1
0

1
2
2
0 1

2
2

1
板

は
又

管
の

製
鉛

2
2

2
1

ず
く

線
電

1
3
0
0

1
3
1
0 1

1
3

1
ト

ッ
レ

カ

2
1

3
1

）
部

面
側

（
管

ン
ウ

ラ
ブ

廃

3
1

3
1

装
包

器
容

廃
製

ス
ラ

ガ

4
1

3
1

ル
ー

ウ
ク

ッ
ロ

5
1

3
1

）
性

散
飛

非
（

綿
石

6
1

3
1

ル
ー

ウ
ス

ラ
グ

7
1

3
1

板
音

吸
綿

岩

1
3
2
0 1

2
3

1
ず

く
ト

ー
リ

ク
ン

コ

2
2

3
1

ド
ー

ボ
膏

石 A
L
C

（
軽

量
気

泡
コ

ン
ク

リ
ー

ト
）

1
3
2
3

1
4
0
0 0

1
4

1
砂

廃

1
1

4
1

い
さ

炉

2
1

4
1

類
い

さ
鉱

廃
棄

物
の

種
類

分
類

番
号

油
で

い

固
形

油

廃
溶

剤

廃
　

油

有
機

性
汚

泥

汚
泥

（
泥

状
の

も
の

）

繊
維

く
ず

（
天

然
繊

維
く
ず

）

金
属

く
ず

紙
く
ず

建
設

工
事

の
紙

く
ず

木
く
ず

建
設

工
事

の
木

く
ず

陶
磁

器
く
ず

ガ
ラ

ス
く
ず

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く
ず

及
び

陶
磁

器
く
ず

ガ
ラ

ス
く
ず

鉄
く
ず

非
鉄

金
属

く
ず

建
設

工
事

の
繊

維
く
ず

ゴ
ム

く
ず

（
天

然
ゴ

ム
く
ず

）

鉱
さ

い

廃
　

酸

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク

無
機

性
汚

泥

一
般

廃
油

廃
ア

ル
カ

リ

※
爆

発
性

、
毒

性
、

感
染

性
、

腐
食

性
な

ど
の

有
害

な
性

状
を

　
 有

し
て

い
る

廃
棄

物
は

、
本

用
紙

右
下

の
特

別
管

理
産

業
廃

　
 棄

物
の

分
類

表
を

ご
参

照
く
だ

さ
い

。

廃
棄

物
分

類
表

（
そ

の
２

）

大
分

類
中

分
類

小
分

類

0
0

5
1

）
物

要
不

た
じ

生
て

っ
伴

に
去

除
は

又
築

改
、

築
新

の
物

作
工

（
類

き
れ

が

1
0

5
1

片
破

ト
ー

リ
ク

ン
コ ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
破

片
1
5
0
2

建
設

混
合

廃
棄

物
2
0
0
0

2
0
1
0

2
0
2
0 1

2
0

2
物

棄
廃

合
混

系
築

新

2
2

0
2

物
棄

廃
合

混
系

体
解

2
1
0
0

2
2
0
0

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物
2
4
0
0

2
4
1
0

2
4
2
0

2
4
3
0

2
4
4
0

2
4
5
0

2
4
6
0

2
4
7
0

3
0
0
0

3
0
1
0 1

1
0

3
ク

イ
バ

2
1

0
3

車
転

自

3
1
0
0

廃
パ

チ
ン

コ
機

及
び

パ
チ

ス
ロ

機
3
1
0
1 2

0
1

3
板

線
配

ト
ン

リ
プ

3
0

1
3

機
信

受
ン

ョ
ジ

ビ
レ

テ

4
0

1
3

ー
ナ

ョ
シ

ィ
デ

ン
コ

ー
ア

エ

5
0

1
3

庫
蔵

冷

6
0

1
3

機
濯

洗

7
0

1
3

ジ
ン

レ
子

電

8
0

1
3

ー
タ

ー
ュ

ピ
ン

コ
ル

ナ
ソ

ー
パ

9
0

1
3

機
話

電

0
1

1
3

機
売

販
動

自

1
1

1
3

灯
光

蛍

2
1

1
3

庫
凍

冷

3
5
0
0

3
5
1
0

3
5
2
0

3
6
0
0

7
0
0
0

7
0
1
0

7
1
0
0

7
1
1
0

7
2
0
0

7
2
1
0

7
3
0
0

7
4
0
0

7
4
2
1

7
4
2
2

7
4
2
3

7
4
2
4

7
4
2
5

7
4
2
6

7
4
2
7

7
4
2
8

7
4
2
9

２
．

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物 pH
1
2
.5

以
上

の
廃

ア
ル

カ
リ

（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

燃
え

や
す

い
廃

油
（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

pH
2
.0

以
下

の
廃

酸
（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

燃
え

や
す

い
廃

油

廃
電

気
機

械
器

具

廃
電

池
類

鉛
蓄

電
池

複
合

材

乾
電

池

繊
維

く
ず

（
天

然
繊

維
く
ず

）

木
く
ず

廃
二

輪
車

廃
自

動
車

紙
く
ず

廃
棄

物
の

種
類

分
類

番
号

管
理

型
建

設
混

合
廃

棄
物

安
定

型
混

合
廃

棄
物

ガ
ラ

ス
く
ず

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く
ず

及
び

陶
磁

器
く
ず

が
れ

き
類

（
工

作
物

の
新

築
、

改
築

又
は

除
去

に
伴

っ
て

生
じ

た
不

要
物

）

管
理

型
混

合
廃

棄
物

安
定

型
建

設
混

合
廃

棄
物

建
設

混
合

廃
棄

物

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

特
定

有
害

産
業

廃
棄

物

感
染

性
廃

棄
物

pH
1
2
.5

以
上

の
廃

ア
ル

カ
リ

pH
2
.0

以
下

の
廃

酸

ば
い

じ
ん

（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

廃
ア

ル
カ

リ
（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

廃
酸

（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

汚
泥

（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

廃
石

綿
等

（
飛

散
性

）

廃
油

（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

燃
え

殻
（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

鉱
さ

い
（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

指
定

下
水

汚
泥
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建
設
業

以
外

産
業

廃
棄

物
処

理
実

態
調

査
票

【
そ

の
１

】

（
具

体
的

に
）

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日

電
話
番
号

－
　
　
　
－
　
　
　

千 億
百 億

十 億
 億

千 万
百 万

十 万
 万

人人
万

円
/
年

千 億
百 億

十 億
 億

千 万
百 万

十 万
 万

床
万

円
/
年

岡
山

県
調

　
査

　
票

　
番

　
号

記
入
者

事
業

所
名

所
在

地

代
表

者
氏

名

事 業 所 の 概 要

記
入

年
月

日

病
床

数
（

医
療

機
関

の
み

記
入

）

(
部

課
､
氏

名
)

　
　

　
　

　
　

　
ふ

り
が

な

従
業

者
数

１
．
工
場
・
作
業
所
・
鉱
業
所

２
．
開
発
研
究
の
み

３
．
事
務
所
の
み

４
．
医
療
機
関

５
．
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
）

事
業

所
の

形
態

販
売

額
(
卸

売
業

，
小

売
業

の
み

記
入

)

事 業 内 容

平
成

2
１

年
度

の
１

年
間

に
産

業
廃

棄
物

等
は

発
生

し
ま

し
た

か
。

該
当

す
る

番
号

に
○

を
付

け
て

下
さ

い
。

※
再

生
利

用
さ

れ
た

物
、

有
償

等
で

引
き

渡
し

て
い

る
副

産
物

も
対

象
と

し
て

下
さ

い
。

　
　

　
　

　
　

　
１

．
発

生
し

た
。

　
　

　
　

　
２

．
発

生
し

な
か

っ
た

。

製
造

品
出

荷
額

(
製

造
業

の
み

記
入

)

貴
事

業
所

の
形

態
に

対
す

る
番

号
に

○
を

付
け

て
下

さ
い

。
平

成
2
1
年

4
月

１
日

か
ら

平
成

2
2
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
１

年
間

の
額

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
平

成
2
2
年

3
月

3
1
日

現
在

の
従

業
者

数
（

パ
ー

ト
等

の
臨

時
職

員
及

び
役

員
等

を
含

む
）

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

平
成

2
2
年

3
月

3
1
日

現
在

の
病

床
数

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

事 　 業 　 所 　 の 　 概 　 要

平
成

2
1
年

4
月

１
日

か
ら

平
成

2
2
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
１

年
間

の
額

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

１
．

本
調

査
は

、
事

業
活

動
に

よ
っ

て
発

生
す

る
産

業
廃

棄
物

、
有

償
あ

る
い

は
無

償
で

引
渡

し
て

い
る

副
産

物
の

全
て

が
対

象
と

な
り

　
ま

す
。

２
．

本
調

査
の

対
象

期
間

は
平

成
2
1
年

度
（

平
成

2
1
年

４
月

１
日

～
平

成
2
2
年

３
月

3
1
日

）
で

す
。

３
．

本
調

査
は

事
業

所
単

位
で

行
い

ま
す

の
で

、
調

査
票

が
送

付
さ

れ
た

事
業

所
に

関
し

て
以

下
の

質
問

に
お

答
え

下
さ

い
。

　
そ

の
た

め
、

貴
事

業
所

以
外

に
貴

社
の

本
社

、
工

場
、

関
連

施
設

等
が

あ
っ

て
も

そ
れ

は
調

査
の

対
象

と
な

り
ま

せ
ん

。

４
．

調
査

票
（

そ
の

２
）

に
貴

事
業

所
か

ら
発

生
す

る
産

業
廃

棄
物

の
状

況
に

つ
い

て
記

入
し

て
下

さ
い

。
産

業
廃

棄
物

が
調

査
の

対
象

　
期

間
中

に
何

も
発

生
し

な
か

っ
た

場
合

は
、

本
調

査
票

（
そ

の
１

）
の

「
事

業
所

の
概

要
」

、
「

事
業

の
概

要
」

欄
を

ご
回

答
の

上
、

　
ご

返
送

下
さ

い
。

次
へ

次
へ

「
事

業
所

の
概

要
」

「
事

業
の

概
要

」
を

記
入

し
、

返
送

し
て

下
さ

い
。

次
へ

裏
面

の
調

査
票

（
そ

の
２

）
に

貴
事

業
所

か
ら

発
生

し
た

産
業

廃
棄

物
等

に
つ

い
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
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産
業

廃
棄

物
処

理
実

態
調

査
票

【
そ

の
２

】
建
設
業
以
外

行 行 番
百 万

十 万
万

千
百

十
一

単
位

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

百 万
十 万

万
千

百
十

一
単

位
１

次
処

理
２

次
処

理
３

次
処

理

1
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

記
2

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

3
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

4
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

入
5

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

6
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

7
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

欄
8

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

9
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

1
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

1
1

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

1
2

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

1
3

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

1
4

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

1
5

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

区
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
町

村
１
・
２
・
３

⑩
処

理
後

の
処

分
方

法

⑨
方

法
番

号
④

方
法

番
号

⑤
中

間
処

理
後

量
⑥

処
理

・
処

分
の

方
法

③
年

間
発

生
量

②
分

類
番

号
⑦

処
理

・
処

分
先

又
は

再
生

利
用

先
の

名
称

⑧
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
所

在
地

⑪
資

源
化

用
途

●
別

紙
、

「
調

査
票

の
記

入
要

領
・
記

入
例

」
、

「
廃

棄
物

分
類

表
」
を

参
考

に
記

入
し

て
下

さ
い

。
●

自
社

で
発

生
し

た
副

産
物

（
産

業
廃

棄
物

、
有

償
・
無

償
引

渡
物

）
全

て
が

対
象

と
な

り
ま

す
。

 再
生

利
用

、
売

却
を

し
て

い
る

場
合

も
記

入
し

て
下

さ
い

。

区
分

自
社

で
の

中
間

処
理

自
社

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
の

発
生

量
化

源
資

の
で

託
委

・
社

自
理

処
間

中
託

委
理

処
託

委
、

用
利

再
社

自
・

分
処

社
自

①
廃

棄
物

の
名

称

⑨
委

託
中

間
処

理
の

方
法

　
⑥

の
「

処
理

・
処

分
の

方
法

」
で

「
U
1
｣
と

回
答

さ
れ

た
場

合
（

中
間

処
理

を
委

託
）

は
、

委
託

先
で

中
間

処
理

さ
れ

た
内

容
に

該
当

す
る

処
理

方
法

の
番

号
を

下
欄

の
「

委
託

中
間

処
理

方
法

コ
ー

ド
表

」
か

ら
選

ん
で

、
中

間
処

理
の

過
程

順
に

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑩
委

託
中

間
処

理
後

の
再

生
利

用
・

処
分

の
方

法
　

委
託

先
で

中
間

処
理

さ
れ

た
後

の
廃

棄
物

の
処

理
方

法
に

該
当

す
る

番
号

を
下

記
か

ら
選

ん
で

、
そ

の
記

号
を

○
で

囲
ん

で
下

さ
い

。
　

１
．

再
生

利
用

・
リ

サ
イ

ク
ル

し
て

い
る

｡
　

２
．

埋
立

処
分

し
て

い
る

。
　

３
．

海
洋

投
入

し
て

い
る

。

①
事

業
所

で
発

生
し

た
廃

棄
物

の
名

称
　

貴
事

業
所

で
日

常
使

用
し

て
い

る
名

称
で

記
入

し
て

下
さ

い
。

②
廃

棄
物

の
分

類
番

号
　

別
紙

、
「
廃

棄
物

分
類

表
」
を

み
て

該
当

す
る

４
ケ

タ
の

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

③
年

間
の

発
生

量
（

中
間

処
理

す
る

前
の

量
）

　
各

行
ご

と
に

１
年

間
の

発
生

量
を

、
焼

却
や

脱
水

な
ど

の
中

間
処

理
を

す
る

前
の

量
で

記
入

し
て

下
さ

い
。

な
お

、
単

位
は

該
当

す
る

も
の

を
選

び
、

○
で

囲
ん

で
下

さ
い

。

④
自

社
で

の
中

間
処

理
方

法
　

自
社

で
中

間
処

理
さ

れ
た

場
合

は
、

該
当

す
る

処
理

方
法

の
記

号
を

下
欄

の
「

中
間

処
理

方
法

コ
ー

ド
表

」
か

ら
選

ん
で

、
中

間
処

理
の

過
程

順
に

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑤
中

間
処

理
後

の
量

　
中

間
処

理
後

の
残

さ
量

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
な

お
、

単
位

は
該

当
す

る
も

の
を

選
び

、
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

⑥
処

理
・

処
分

の
方

法
　

発
生

（
自

社
で

中
間

処
理

し
た

場
合

は
、

中
間

処
理

後
の

廃
棄

物
）

し
た

廃
棄

物
の

処
理

・
処

分
方

法
を

下
欄

の
「

処
理

・
処

分
方

法
コ

ー
ド

表
」

か
ら

選
ん

で
、

そ
の

記
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑦
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
名

称
等

　
処

理
・

処
分

（
⑥

に
該

当
す

る
）

等
を

行
っ

た
先

の
名

称
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑧
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
所

在
地

　
処

理
・

処
分

（
⑦

に
該

当
す

る
）

等
を

行
っ

た
処処

理
・

処
分

施
設

の
あ

る
所

在
地

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑪
資

源
化

の
用

途
　

⑥
の

「
処

理
・

処
分

の
方

法
」

で
｢
V
1
,
V
2
,
W
1
,
X
1
,
R
6
｣
又

は
前

問
⑩

で
「
１

」
と

回
答

さ
れ

た
場

合
、

下
欄

の
｢
資

源
化

用
途

コ
ー

ド
表

｣
か

ら
該

当
す

る
番

号
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑥
処

理
・

処
分

方
法

コ
ー

ド
表

＜
自

己
処

理
＞

Ｖ
１

：
自

社
で

再
利

用
し

た
。

Ｖ
２

：
売

却
で

き
な

い
も

の
を

自
社

で
再

利
用

し
た

。
Ｗ

１
：

売
却

（
利

益
が

あ
っ

た
）

し
た

。
Ｚ

１
：

自
社

で
保

管
し

て
い

る
。

Ｑ
１

：
自

社
の

処
分

場
で

埋
立

処
分

し
た

。

＜
産

業
廃

棄
物

処
理

業
者

等
へ

委
託

処
理

＞
Ｕ

１
：

処
理

業
者

に
中

間
処

理
（

資
源

化
・

リ
サ

イ
ク

ル
を

含
む

）
を

委
託

し
た

。
Ｘ

１
：

廃
品

回
収

（
資

源
）

業
者

、
あ

る
い

は
納

入
業

者
、

関
連

企
業

等
で

再
生

処
理

を
　

　
　

し
た

。
Ｓ

１
：

処
理

業
者

の
処

分
場

で
直

接
埋

立
処

理
し

た
。

Ｔ
１

：
処

理
業

者
で

直
接

海
洋

投
入

し
た

。

⑪
資

源
化

用
途

コ
ー

ド
表

④
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

Ｍ
：

堆
肥

化
Ｎ

：
銀

回
収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
 固

型
化

Ｐ
：

乾
熱

滅
菌

Ｑ
：

煮
沸

Ｒ
：

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

Ｓ
：

薬
物

消
毒

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

選
別

Ｙ
：

固
形

燃
料

化
Ｚ

：
そ

の
他

１
０

：
鉄

鋼
原

料
２

０
：

非
鉄

金
属

等
原

材
料

３
０

：
燃

料
３

１
：

木
炭

４
１

：
飼

料
４

２
：

肥
料

４
３

：
土

壌
改

良
材

５
０

：
土

木
・

建
設

資
材

５
１

：
再

生
木

材
・

合
板

６
０

：
パ

ル
プ

・
紙

原
材

料

７
０

：
ガ

ラ
ス

原
材

料
８

０
：

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

原
材

料
８

１
：

再
生

タ
イ

ヤ
９

０
：

セ
メ

ン
ト

原
材

料
９

１
：

再
生

油
・

再
生

溶
剤

９
２

：
中

和
剤

９
３

：
高

炉
還

元
９

８
：

そ
の

他

具
体

的
に

＜
市

町
村

へ
委

託
処

理
＞

Ｒ
１

：
市

町
村

等
が

設
置

す
る

一
般

廃
棄

物
処

分
場

で
埋

立
し

た
。

Ｒ
５

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

焼
却

等
の

中
間

処
理

を
し

た
。

　
　

　
（

ご
み

収
集

を
含

む
）

Ｒ
６

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

リ
サ

イ
ク

ル
し

た
。

＜
そ

の
他

＞
Ｚ

９
：

そ
の

他

　 　
　

具
体

的
に

10
～
93

に
該

当
す

る
も

の
が

な
い

場
合

、

⑪
の

枠
中

に
具

体
的

な
用

途
を

直
接

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

＜
平

成
21

年
度

実
績

＞

⑨
委

託
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

　 　
 具

体
的

に

　Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

　
 （

ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
原

材
料

）
Ｍ

：
堆

肥
化

（
発

酵
）

Ｎ
：

銀
回

収
Ｏ

：
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
 固

型
化

Ｐ
：

乾
熱

滅
菌

Ｑ
：

煮
沸

Ｒ
：

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

Ｓ
：

薬
物

消
毒

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

選
別

Ｙ
：

固
形

燃
料

化
Ｚ

：
そ

の
他
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●

こ
の

調
査

の
対対

象
期

間
は

、
平

成
2

１
年

度
（

平
成

2
１

年
４

月
１

日
～

平
成

2
２

年
３

月
３

１
日

）
の

１
年

間
で

す
。

こ
の

期
間

中
の

廃
棄

物
の

発
生

と
処

理
・

処
分

の
状

況
を

　
　

質
問

①
～

⑪
ま

で
の

流
れ

に
従

っ
て

記
入

し
て

下
さ

い
。

　
●

こ
の

調
査

で
は

、
調調

査
票

が
送

付
さ

れ
た

事
業

所
内

で
発

生
し

た
副

産
物

（
産

業
廃

棄
物

、
有

償
・

無
償

引
渡

物
）

だ
け

が
記

入
の

対
象

と
な

り
ま

す
。

　
●

廃
棄

物
が

ど
の

よ
う

に
分

類
さ

れ
て

い
る

か
を

示
す

た
め

に
、

裏
面

に
「

廃
棄

物
分

類
表

」
を

掲
げ

て
あ

り
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

下
さ

い
。

　
●

発
生

し
た

廃
棄

物
の

「
名

称
」

と
「

数
量

」
の

回
答

欄
に

は
、

「
焼

却
」

､
「

脱
水

」
等

の
処

理
を

行
う

前
の

「
名

称
」

と
「

数
量

」
を

お
答

え
下

さ
い

。

　
　

○
自

社
で

焼
却

し
て

い
る

場
合

、
発

生
し

た
廃

棄
物

と
は

焼
却

前
の

も
の

で
す

。
（

記
入

例
Ｄ

を
参

考
に

し
て

下
さ

い
）

　
　

　
　

木
く

ず
、

紙
く

ず
、

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
等

を
焼

却
し

て
い

る
場

合
の

「
③

年
間

発
生

量
」

は
、

焼
却

前
の

量
で

す
。

従
っ

て
「

①
廃

棄
物

の
名

称
」

、
「

②
分

類
番

号
」

は
、

　
　

　
　

燃
や

す
前

の
名

称
と

そ
の

分
類

番
号

と
な

り
ま

す
。

な
お

、
焼

却
後

の
灰

の
量

が
「

⑤
中

間
処

理
後

量
」

と
な

り
ま

す
。

　
　

○
自

社
で

脱
水

し
て

い
る

場
合

の
発

生
し

た
廃

棄
物

と
は

脱
水

前
の

も
の

で
す

。
（

記
入

例
Ｅ

を
参

考
に

し
て

下
さ

い
）

　
　

　
　

汚
泥

の
発

生
量

は
、

脱
水

、
乾

燥
等

の
中

間
処

理
を

行
う

前
の

量
で

あ
り

、
脱

水
機

等
に

投
入

さ
れ

た
１

年
間

の
量

が
「

③
年

間
発

生
量

」
と

な
り

ま
す

。
な

お
、

脱
水

前
の

　
　

　
　

重
量

を
把

握
し

て
い

な
い

場
合

は
、

下
記

の
式

よ
り

計
算

し
て

下
さ

い
。

　
　

　
　

　
　

＜＜
式

＞
：

（
脱

水
前

の
汚

泥
発

生
量

）
＝

（
脱

水
後

の
汚

泥
量

）
×

（
１

０
０

％
－

脱
水

後
の

含
水

率
％

）
÷

（
１

０
０

％
－

脱
水

前
の

含
水

率
％

）

　
●

た
だ

し
、

以
下

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
中

間
処

理
後

の
も

の
を

発
生

量
と

し
て

お
答

え
下

さ
い

。

　
　

○
廃

酸
、

廃
ア

ル
カ

リ
を

公
共

水
域

（
河

川
、

公
共

下
水

道
等

）
へ

放
流

す
る

た
め

に
中

和
処

理
し

た
場

合
。

　
→

　
中

和
処

理
後

の
「

汚
泥

」
を

発
生

量
と

し
ま

す
。

　
　

○
含

油
廃

水
を

油
水

分
離

し
た

場
合

。
　

→
　

油
水

分
離

後
の

「
廃

油
」

と
「

油
で

い
」

等
を

個
別

に
（

そ
れ

ぞ
れ

１
行

ず
つ

を
）

発
生

量
と

し
ま

す
。

行 番
百 万

十 万
万

千
百

十
一

単
位

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

百 万
十 万

万
千

百
十

一
単

位
１

次
処

理
２

次
処

理
３

次
処

理

1
鉄

板
く

ず
1

2
1

0
1

2
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｗ

1
○

○
市

1
・

2
・

3
10

記
2

機
械

油
0

3
1

1
1

0
8

0
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｕ

1
▼

×
県

○
×

市
Ｅ

1
・

2
・

3
30

3
廃

タ
イ

ヤ
0

6
0

1
4

0
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｘ

1
○

△
町

1
・

2
・

3
81

4
木

く
ず

0
8

0
0

1
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
Ａ

5
0

0
㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｓ

1
×

●
市

1
・

2
・

3

入
5

排
水

処
理

汚
泥

0
2

2
0

5
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
Ｂ

Ｄ
1

0
㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｕ

1
○

×
県

▲
○

市
Ｌ

1
・

2
・

3
90

6
感

染
性

廃
棄

物
7

3
0

0
1

2
0

0
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
Ｕ

1
×

▽
市

Ａ
1

・
2

・
3

7
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏
 
ｔ

ｍ
3
㍑

→
1

・
2

・
3

欄
8

→
→

1
・

2
・

3

㈱
□

□

■
■

タ
イ

ヤ
販

売

㈱
×

▼

□
×

㈱

×
×

商
店

△
△

産
業

②
分

類
番

号

建
設
業
以
外

太
字

の
部

分
が

、
記

入
事

例
箇

所
を

示
し

て
い

ま
す

。
記

入
例

を
参

考
に

し
て

調
査

票
（
そ

の
２

）
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑨
方

法
番

号
区

分

①
廃廃

棄
物

の
名

称

③
年

間
発

生
量

④
方

法
番

号

⑦
処

理
・

処
分

先
又

再
生

利
用

先
の

名
称

⑪
資

源
化

用
途

⑩
処

理
後

の
処

分
方

法

⑤
中

間
処

理
後

量
⑥

処
理

・
処

分
の

方
法

⑧
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
所

在
地

　 ●
記

入
対

象
は

、
事

業
活

動
に

よ
っ

て
発

生
す

る
産

業
廃

棄
物

、
有

償
あ

る
い

は
無

償
で

引
渡

し
て

い
る

副
産

物
で

す
。

　 ●
同同

じ
種

類
の

廃
棄

物
で

も
中

間
処

理
方

法
や

処
分

方
法

、
委

託
処

理
先

等
が

異
な

る
場

合
は

、
質

問
①

の
欄

か
ら

行
を

分
け

て
記

入
し

　
て

下
さ

い
。

●
処処

理
業

者
へ

処
理

・
処

分
を

委
託

し
て

い
る

場
合

は
、

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

伝
票

等
を

参
考

に
し

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
不

明
な

点
は

、
具

体
的

　
な

内
容

を
処

理
業

者
に

確
認

し
た

う
え

で
記

入
し

て
下

さ
い

。

記
入

例
：
Ａ

・
鉄

板
の

加
工

の
際

に
鉄

　
板

く
ず

が
年

間
１

２
ｔ

　
発

生
し

た
。

・
こ

れ
は

、
○

○
市

に
あ

　
る

㈱
□

□
に

売
却

し
た

・
相

手
先

で
は

鉄
鋼

材
料

　
と

し
て

利
用

し
て

い
る

記
入

例
：
Ｂ

・
月

平
均

で
一

斗
缶

５
本

ぐ
ら

い
の

　
機

械
油

が
発

生
し

た
。

・
重

量
換

算
す

る
と

年
間

に
　

１
,
０

８
０

㎏
で

あ
る

。
・

こ
れ

は
、

▼
×

県
○

×
市

の
再

生
　

業
者

×
×

商
店

に
処

理
を

有
料

で
　

依
頼

し
た

。
・

相
手

先
で

は
、

油
水

分
離

後
、

燃
　

料
と

し
て

再
利

用
し

て
い

る
。

　
（
１
８
㎏
×
５
本
×
１
２
ヶ
月
）

記
入

例
：
Ｄ

・
木

く
ず

が
年

間
１

０
ｔ

発
生

し
た

。

・
自

社
の

焼
却

炉
で

全
て

焼
却

し
た

。

・
焼

却
灰

は
、

５
０

０
㎏

程
度

で
×

　
●

市
に

処
分

場
を

保
有

す
る

㈱
×

　
▼

で
直

接
で

埋
立

処
分

し
た

。

記
入

例
：
Ｅ

 ・
排

水
処

理
汚

泥
が

発
生

し
た

。
・

自
社

の
施

設
で

脱
水

→
乾

燥
を

行
い

、
乾

燥
後

の
残

さ
が

１
０

ｔ
　

（
含

水
率

８
５

％
）

で
あ

っ
た

。
・

脱
水

前
の

量
は

、
把

握
し

て
い

な
い

の
で

正
確

で
は

な
い

が
、

脱
　

水
前

の
含

水
率

が
９

７
％

で
あ

る
た

め
計

算
す

る
と

、
５

０
ｔ

程
　

度
と

な
る

。
・

処
理

後
の

汚
泥

は
、

○
×

県
▲

○
市

に
あ

る
□

×
㈱

の
セ

メ
ン

ト
　

製
造

工
場

で
処

理
を

し
た

。
委

託
先

で
は

、
セ

メ
ン

ト
原

料
と

し
　

て
再

生
利

用
し

て
い

る
。

・
計

算
式

　
1
0
ｔ

×
（

1
0
0
－

8
5
）

÷
（

1
0
0
－

9
7
）

＝
5
0
ｔ

本
紙

の
裏

面
の

「
廃

棄
物

分
類

表
」
を

参
照

し
て

下
さ

い
。

廃
棄

物
を

委
託

し
て

い
る

場
合

で
、

委
託

後
の

具
体

的
な

処
理

・
処

分
を

把
握

し
て

い
な

い
場

合
は

、
委

託
先

へ
確

認
し

て
記

入
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、

不
定

期
の

回
収

業
者

等
で

、
住

所
な

ど
の

詳
細

が
不

明
な

場
合

は
、

わ
か

る
範

囲
で

記
入

し
て

下
さ

い
。

微
量

又
は

液
状

廃
棄

物
を

焼
却

し
、

焼
却

灰
が

１
ｋ
ｇ
未

満
の

場
合

は
、

「
０

（
ゼ

ロ
）
」
を

記
入

し
、

単
位

は
㎏

に
○

を
付

け
て

下
さ

い
。

調
査

票
（
そ

の
２

）
の

記
入

例

記
入
例
：
Ａ

記
入
例
：
Ｃ

記
入
例
：
Ｅ

記
入
例
：
Ｆ

＜
調

査
票

の
記

入
要

領
・

記
入

例
＞

調
査
対
象
期
間

調
査
対
象
と
す
る
事
業
所
と
廃
棄
物

発
生
量
に
つ
い
て

記
入

に
つ

い
て

記
入
例
：
Ｂ

⑪
資

源
化

用
途

コ
ー

ド
表

１
０

：
鉄

鋼
原

料
２

０
：

非
鉄

金
属

等
原

材
料

３
０

：
燃

料
３

１
：

木
炭

４
１

：
飼

料
４

２
：

肥
料

４
３

：
土

壌
改

良
材

５
０

：
土

木
・

建
設

資
材

５
１

：
再

生
木

材
・

合
板

６
０

：
パ

ル
プ

・
紙

原
材

料
７

０
：

ガ
ラ

ス
原

材
料

８
０

：
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
原

材
料

８
１

：
再

生
タ

イ
ヤ

９
０

：
セ

メ
ン

ト
原

材
料

９
１

：
再

生
油

・
再

生
溶

剤
９

２
：

中
和

剤
９

３
：

高
炉

還
元

９
８

：
そ

の
他

⑨
委

託
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

　Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

　
（

セ
メ

ン
ト

　
　

原
材

料
）

④
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

⑩
処

理
後

の
処

分
方

法
１

 再
利

用
・

再
生

利
用

し
て

い
る

２
 埋

立
処

分
し

て
い

る
３

 海
洋

投
入

し
て

い
る

該
当

す
る

単
位

に
、

必
ず

○
を

つ
け

て
下

さ
い

。

記
入
例
：
Ｄ

⑥
処

理
・
処

分
方

法
コ

ー
ド

表

＜
自

己
処

理
＞

Ｖ
１

：
自

社
で

再
利

用
し

た
。

Ｖ
２

：
自

社
現

場
内

で
利

用
し

た
。

Ｗ
１

：
売

却
（

利
益

が
あ

っ
た

）
し

た
。

Ｚ
１

：
自

社
で

保
管

し
て

い
る

。
Ｑ

１
：

自
社

の
処

分
場

で
埋

立
処

分
し

た
。

＜
産

業
廃

棄
物

処
理

業
者

等
へ

委
託

処
理

＞
Ｕ

１
：

処
理

業
者

に
中

間
処

理
（

資
源

化
・

リ
サ

イ
ク

ル
を

含
む

）
を

委
託

　
　

　
し

た
。

Ｘ
１

：
廃

品
回

収
（

資
源

）
業

者
、

あ
る

い
は

納
入

業
者

、
関

連
企

業
等

で
　

　
　

再
生

処
理

を
し

た
。

Ｓ
１

：
処

理
業

者
の

処
分

場
で

直
接

埋
立

処
理

し
た

。
Ｔ

１
：

処
理

業
者

で
直

接
海

洋
投

入
し

た
。

＜
市

町
村

へ
委

託
処

理
＞

Ｒ
１

：
市

町
村

等
が

設
置

す
る

一
般

廃
棄

物
処

分
場

で
埋

立
し

た
。

Ｒ
５

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

焼
却

等
の

中
間

処
理

を
し

た
（

ご
み

収
集

を
　

　
　

含
む

）
Ｒ

６
：

市
町

村
の

清
掃

工
場

で
リ

サ
イ

ク
ル

し
た

。

＜
そ

の
他

＞
Ｚ

９
：

そ
の

他

こ
こ

で
は

、
中

間
処

理
、

再
生

利
用

や
最

終
処

分
し

た
先

の
名

称
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
委

託
し

た
廃

棄
物

が
中

間
処

理
後

に
最

終
処

分
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

中
間

処
理

業
者

の
名

称
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

Ｍ
：

堆
肥

化
Ｎ

：
銀

回
収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

　
　

固
型

化
Ｐ

：
乾

熱
滅

菌
Ｑ

：
煮

沸
Ｒ

：
ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

Ｓ
：

薬
物

消
毒

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

選
別

Ｙ
：

固
形

燃
料

化
Ｚ

：
そ

の
他

Ｍ
：

堆
肥

化
（

発
酵

）
Ｎ

：
銀

回
収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
固

型
化

Ｐ
：

乾
熱

滅
菌

Ｑ
：

煮
沸

Ｒ
：

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

Ｓ
：

薬
物

消
毒

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

選
別

Ｙ
：

固
形

燃
料

化
Ｚ

：
そ

の
他

記
入

例
：
Ｃ

・
年

間
に

廃
タ

イ
ヤ

が
４

０
０

㎏
発

生
し

た
。

・
こ

れ
は

、
納

入
業

者
で

あ
る

○
△

町
の

■
■

　
タ

イ
ヤ

販
売

に
渡

し
た

。

・
■

■
タ

イ
ヤ

販
売

で
は

再
生

タ
イ

ヤ
と

し
て

　
利

用
し

て
い

る
。

記
入

例
：
Ｆ

・
感

染
性

廃
棄

物
が

年
間

１
２

０
０

リ
ッ

ト
ル

　
発

生
し

た
。

・
院

内
で

は
処

理
せ

ず
×

▽
市

に
処

理
施

設
を

　
保

有
す

る
△

△
産

業
に

委
託

し
、

焼
却

処
理

　
し

て
も

ら
っ

た
。

・
焼

却
後

の
燃

え
殻

は
埋

立
処

分
し

て
い

る
と

　
の

こ
と

で
あ

る
。
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廃廃
棄

物
分

類
表

（
そ

の
１

）
１

．
産

業
廃

棄
物

（
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
除

く
）

大
分

類
中

分
類

小
分

類
0
1
0
0

0
1
1
0 1

1
1

0
灰

炭
石

2
1

1
0

灰
却

焼
の

物
棄

廃
0
1
2
0

0
2
0
0

0
2
1
0 1

1
2

0
泥

汚
水

下
0
2
2
0 1

2
2

0
）

く
除

を
土

残
（

泥
汚

設
建

2
2

2
0

泥
汚

水
上

0
3
0
0

0
3
1
0 1

1
3

0
油

性
物

鉱
2

1
3

0
脂

油
性

物
植

動
0
3
2
0

0
3
3
0

0
3
4
0

0
4
0
0 1

0
4

0
液

廃
着

定
真

写
0
5
0
0 1

0
5

0
液

廃
像

現
真

写
0
6
0
0 1

0
6

0
ヤ

イ
タ

廃 自
動

車
用

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

バ
ン

パ
ー

0
6
0
2 3

0
6

0
ル

ー
ニ

ビ
用

業
農

廃 プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
廃

容
器

包
装

0
6
0
4 5

0
6

0
ル

ー
ロ

チ
ス

泡
発

6
0

6
0

ン
タ

レ
ウ

泡
発

7
0

6
0

ン
レ

チ
ス

リ
ポ

泡
発

8
0

6
0

材
資

設
建

製
ル

ニ
ビ

化
塩

0
7
0
0 1

1
7

0
ル

ー
ボ

ン
ダ

0
8
0
0 1

1
8

0
材

根
伐

・
材

採
伐

0
2

8
0

ト
ッ

レ
パ

0
9
0
0

1
0
0
0

4
0
0
0

1
1
0
0

1
2
0
0

1
2
1
0

1
2
2
0 1

2
2

1
板

は
又

管
の

製
鉛

2
2

2
1

ず
く

線
電

1
3
0
0

1
3
1
0 1

1
3

1
ト

ッ
レ

カ
2

1
3

1
）

部
面

側
（

管
ン

ウ
ラ

ブ
廃

3
1

3
1

装
包

器
容

廃
製

ス
ラ

ガ
4

1
3

1
ル

ー
ウ

ク
ッ

ロ
5

1
3

1
）

性
散

飛
非

（
綿

石
6

1
3

1
ル

ー
ウ

ス
ラ

グ
7

1
3

1
板

音
吸

綿
岩

1
3
2
0 1

2
3

1
ず

く
ト

ー
リ

ク
ン

コ
2

2
3

1
ド

ー
ボ

膏
石 A

L
C

（
軽

量
気

泡
コ

ン
ク

リ
ー

ト
）

1
3
2
3

1
4
0
0 0

1
4

1
砂

廃
1

1
4

1
い

さ
炉

2
1

4
1

類
い

さ
鉱

陶
磁

器
く
ず

鉱
さ

い

分
類

番
号

油
で

い
固

形
油

廃
溶

剤

廃
棄

物
の

種
類

燃
え

殻
焼

却
灰

廃
活

性
炭

・
廃

カ
ー

ボ
ン

金
属

く
ず

鉄
く
ず

非
鉄

金
属

く
ず

ゴ
ム

く
ず

（
天

然
ゴ

ム
く
ず

）

繊
維

く
ず

（
天

然
繊

維
く
ず

）

木
く
ず

廃
　

油

廃
ア

ル
カ

リ

紙
く
ず

ガ
ラ

ス
く
ず

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く
ず

及
び

陶
磁

器
く
ず

ガ
ラ

ス
く
ず

有
機

性
汚

泥
汚

泥
（
泥

状
の

も
の

）

廃
　

酸

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク

無
機

性
汚

泥

一
般

廃
油

動
・
植

物
性

残
渣

動
物

系
固

形
不

要
物

※
爆

発
性

、
毒

性
、

感
染

性
、

腐
食

性
な

ど
の

有
害

な
性

状
を

　
 有

し
て

い
る

廃
棄

物
は

、
本

用
紙

右
下

の
特

別
管

理
産

業
廃

　
 棄

物
の

分
類

表
を

ご
参

照
く
だ

さ
い

。

廃
棄

物
分

類
表

（
そ

の
２

）

大
分

類
中

分
類

小
分

類
1
5
0
0 1

0
5

1
片

破
ト

ー
リ

ク
ン

コ ア
ス

フ
ァ

ル
ト

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
破

片
1
5
0
2

1
6
0
0

1
7
0
0

1
8
0
0

2
1
0
0

2
2
0
0

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物
2
4
0
0

2
4
1
0

2
4
2
0

2
4
3
0

2
4
4
0

2
4
5
0

2
4
6
0

2
4
7
0

2
3
0
0

3
0
0
0

3
0
1
0 1

1
0

3
ク

イ
バ

2
1

0
3

車
転

自
3
1
0
0

廃
パ

チ
ン

コ
機

及
び

パ
チ

ス
ロ

機
3
1
0
1 2

0
1

3
板

線
配

ト
ン

リ
プ

3
0

1
3

機
信

受
ン

ョ
ジ

ビ
レ

テ
4

0
1

3
ー

ナ
ョ

シ
ィ

デ
ン

コ
ー

ア
エ

5
0

1
3

庫
蔵

冷
6

0
1

3
機

濯
洗

7
0

1
3

ジ
ン

レ
子

電
8

0
1

3
ー

タ
ー

ュ
ピ

ン
コ

ル
ナ

ソ
ー

パ
9

0
1

3
機

話
電

0
1

1
3

機
売

販
動

自
1

1
1

3
灯

光
蛍

2
1

1
3

庫
凍

冷
3
5
0
0

3
5
1
0

3
5
2
0

3
6
0
0

２
．

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
7
0
0
0

7
0
1
0

7
1
0
0

7
1
1
0

7
2
0
0

7
2
1
0

7
3
0
0

7
4
0
0

7
4
2
1

7
4
2
2

7
4
2
3

7
4
2
4

7
4
2
5

7
4
2
6

7
4
2
7

7
4
2
8

7
4
2
9

建
設

混
合

廃
棄

物

廃
棄

物
の

種
類

ば
い

じ
ん

（
工

場
の

排
ガ

ス
を

処
理

し
て

得
ら

れ
る

ば
い

じ
ん

）

分
類

番
号

が
れ

き
類

（
工

作
物

の
新

築
、

改
築

又
は

除
去

に
伴

っ
て

生
じ

た
不

要
物

）

動
物

の
ふ

ん
尿

（
畜

産
農

業
か

ら
排

出
さ

れ
る

も
の

）
動

物
の

死
体

（
畜

産
農

業
か

ら
排

出
さ

れ
る

も
の

）

シ
ュ

レ
ッ

ダ
ー

ダ
ス

ト
廃

自
動

車

安
定

型
混

合
廃

棄
物

管
理

型
混

合
廃

棄
物

ガ
ラ

ス
く
ず

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く
ず

及
び

陶
磁

器
く
ず

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

が
れ

き
類

（
工

作
物

の
新

築
、

改
築

又
は

除
去

に
伴

っ
て

生
じ

た
不

要
物

）

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維

く
ず

（
天

然
繊

維
く
ず

）

廃
二

輪
車

廃
電

気
機

械
器

具

廃
電

池
類

鉛
蓄

電
池

乾
電

池
複

合
材

燃
え

や
す

い
廃

油
燃

え
や

す
い

廃
油

（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

pH
2
.0

以
下

の
廃

酸
pH

2
.0

以
下

の
廃

酸
（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

pH
1
2
.5

以
上

の
廃

ア
ル

カ
リ

pH
1
2
.5

以
上

の
廃

ア
ル

カ
リ

（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

産
業

廃
棄

物
廃

石
綿

等
（
飛

散
性

）
指

定
下

水
汚

泥

廃
酸

（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

廃
ア

ル
カ

リ
（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

ば
い

じ
ん

（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

鉱
さ

い
（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

燃
え

殻
（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

廃
油

（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）

汚
泥

（
基

準
値

を
超

え
る

有
害

物
質

を
含

む
も

の
）
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 問
１

 
産

業
廃

棄
物

等
の

処
理

・
処

分
に

関
す

る
困

窮
状

況
に

つ
い

て
 

 
（

１
）

貴
事

業
所

の
産

業
廃

棄
物

の
処

理
・

処
分

、
リ

サ
イ

ク
ル

に
関

す
る

現
在

の
困

窮
状

況
に

つ
い

て
、

該
当

す

る
番

号
に

一
つ

○
印

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

 
困

っ
て

い
る

 

 
２

 
困

っ
て

い
な

い
 

 
 

→
問

２
へ

 

  
（

２
）

前 前
記

（
１

）
で

「
困

っ
て

い
る

」
と

回
答

さ
れ

た
方

に
お

聞
き

し
ま

す
。

困
っ

て
い

る
理

由
に

つ
い

て
、

該

当
す

る
番

号
に

○
印

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

そ
れ

ら
は

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
種

類
の

産
業

廃
棄

物
・

副
産

物
で

あ
る

か
ど

う
か

、
代

表
的

な
も

の
で

結
構

で
す

の
で

、
種

類
あ

る
い

は
具

体
的

な
名

称
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。（
複

数
回

答
可

）
 

 
１

 
自

社
内

で
の

処
理

・
処

分
が

困
難

で
あ

る
（

規
制

基
準

へ
の

対
応

、
処

分
地

の
確

保
難

 
等

）
 

 
 

 
 

 
→

（
種

類
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

 
 

 
 

（
具

体
的

な
名

称
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
２

 
自

社
内

で
の

リ
サ

イ
ク

ル
が

困
難

で
あ

る
（

リ
サ

イ
ク

ル
技

術
、

利
用

用
途

 
等

）
 

 
 

 
 

 
→

（
種

類
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

 
 

 
 

（
具

体
的

な
名

称
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
３

 
処

理
・

処
分

に
要

す
る

委
託

費
が

高
い

 

 
 

 
 

 
→

（
種

類
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

 
 

 
 

（
具

体
的

な
名

称
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
４

 
リ

サ
イ

ク
ル

に
要

す
る

委
託

費
が

高
い

 

 
 

 
 

 
→

（
種

類
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

 
 

 
 

（
具

体
的

な
名

称
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
５

 
処

理
・

処
分

業
者

に
関

す
る

情
報

が
少

な
い

 

 
 

 
 

 
→

（
種

類
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

 
 

 
 

（
具

体
的

な
名

称
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
６

 
リ

サ
イ

ク
ル

業
者

に
関

す
る

情
報

が
少

な
い

 

 
 

 
 

 
→

（
種

類
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

 
 

 
 

（
具

体
的

な
名

称
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
７

 
そ

の
他

（
具

体
的

に
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

 
 

 
→

（
種

類
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

 
 

 
 

（
具

体
的

な
名

称
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 問
２

 
産

業
廃

棄
物

等
の

将
来

見
通

し
に

つ
い

て
 

 
 

 
 平

成
２

７
年

度
（

概
ね

5
年

後
）

頃
の

貴
事

業
所

に
お

け
る

産
業

廃
棄

物
・

副
産

物
の

発
生

量
の

見
通

し
に

つ
い

て
、

平
成

2
1

年
度

と
比

較
し

て
該

当
す

る
番

号
に

一
つ

○
印

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
個

別
の

種
類

で
は

な
く

、
産

業
廃

棄
物

・
副

産
物

の
全

体
量

と
し

て
、

お
お

よ
そ

で
結

構
で

す
。

 

 
１

 
か

な
り

増
加

す
る

だ
ろ

う
（

+2
0

％
以

上
）

 

 
２

 
増

加
す

る
だ

ろ
う

（
～

+2
0

％
）

 

 
３

 
や

や
増

加
す

る
だ

ろ
う

（
～

+5
％

）
 

 
４

 
ほ

と
ん

ど
変

わ
ら

な
い

だ
ろ

う
（

±
1

～
2

％
）

５
 

や
や

減
少

す
る

だ
ろ

う
（

～
-5

％
）

 

６
 

減
少

す
る

だ
ろ

う
（

～
-2

0
％

）
 

７
 

か
な

り
減

少
す

る
だ

ろ
う

（
-2

0
％

以
下

）

 

岡
 

山
 

県
 

調
査

票
番

号
 

産
業

廃
棄

物
・

副
産

物
に

関
す

る
意

識
調

査
票

 
本

票
も

産
業

廃
棄

物
処

理
実

態
調

査
票

と
併

せ
て

記
入

後
、

ご
返

送
下

さ
い

。
 

秘
 

- 4
 -

 
（

３
）

同 同
じ

く
前

記
（

１
）

で
１

又
は

２
に

○
印

を
つ

け
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
関

心
を

お
持

ち
に

な
る

理
由

に

該
当

す
る

番
号

に
○

印
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。（

複
数

回
答

可
）

 

 
１

 
将

来
的

な
成

長
分

野
だ

と
思

う
の

で
 

 
２

 
自

社
で

蓄
積

し
た

技
術

や
経

験
が

活
用

で
き

る
の

で
 

 
３

 
国

や
県

か
ら

の
補

助
が

あ
る

の
で

 

 
４

 
行

政
や

地
域

か
ら

の
要

請
が

あ
る

の
で

 

 
５

 
自

社
の

設
備

や
人

員
に

余
裕

が
あ

る
の

で
 

 
６

 
近

隣
の

事
業

者
と

合
同

で
検

討
し

て
い

る
の

で
 

 
７

 
企

業
の

イ
メ

ー
ジ

ア
ッ

プ
に

な
る

の
で

 

 
８

 
そ

の
他

（
具

体
的

に
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

 
 環

境
ビ

ジ
ネ

ス
に

は
、

前
記

（
２

）
の

よ
う

に
い

く
つ

も
の

分
野

が
あ

り
ま

す
。

こ
こ

で
は

、
そ

の
中

の
リ

サ
イ

ク
ル

関
連

産
業

に
絞

っ
て

お
た

ず
ね

し
ま

す
。

 

 
（

４
）

リ
サ

イ
ク

ル
関

連
産

業
を

展
開

す
る

際
の

課
題

と
し

て
は

何
が

あ
る

と
思

わ
れ

ま
す

か
。

該
当

す
る

番
号

に

○
印

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。（
複

数
回

答
可

）
 

 
１

 
原

材
料

の
質

・
量

が
一

定
し

な
い

 

 
２

 
原

材
料

購
入

費
や

再
生

品
の

販
売

価
格

が
安

定
し

な
い

 

 
３

 
バ

ー
ジ

ン
原

料
を

使
用

す
る

ほ
う

が
安

い
 

 
４

 
県

外
か

ら
の

廃
棄

物
の

搬
入

が
困

難
 

 
５

 
再

生
品

の
販

路
の

確
保

が
困

難
 

 
６

 
市

場
が

小
さ

い
 

 
７

 
回

収
・

再
生

・
利

用
と

い
う

市
場

の
輪

が
確

立
し

て
い

な
い

 

 
８

 
再

生
品

に
関

す
る

イ
メ

ー
ジ

が
悪

い
 

 
９

 
業

と
し

て
長

期
的

な
見

通
し

が
困

難
 

１
０

 
行

政
へ

の
手

続
き

が
煩

雑
 

１
１

 
現

行
の

廃
棄

物
処

理
体

系
に

抵
触

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

 

１
２

 
そ

の
他

（
具

体
的

に
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 問
７

 
電

子
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
の

導
入

に
つ

い
て

 

 
 

 
 貴

事
業

所
で

は
、

電
子

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

を
導

入
し

て
い

ま
す

か
。

該
当

す
る

番
号

に
一

つ
○

印
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

 
全

て
の

受
入

実
績

に
つ

い
て

電
子

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

を
導

入
し

て
い

る
 

 
２

 
一

部
の

受
入

実
績

に
つ

い
て

電
子

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

を
導

入
し

て
い

る
（

受
入

実
績

の
 

 
割

程
度

）

 
３

 
現

在
は

電
子

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

を
導

入
し

て
い

な
い

が
、

今
後

導
入

を
予

定
し

て
い

る
 

 
 

 
 

 
→

（
導

入
予

定
時

期
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
頃

）
 

 
４

 
電

子
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
は

導
入

し
て

い
な

い
（

導
入

予
定

は
な

い
）

 

 
 

 
 

 
→

（
理

由
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 

～
 

ご
協

力
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

。
 

～
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（

２
）

現
在

、
約

半
数

の
都

道
府

県
が

産
業

廃
棄

物
税

を
導

入
し

て
い

ま
す

。
と

こ
ろ

で
、

岡
山

県
で

は
必

要
が

あ

る
場

合
は

税
制

度
の

見
直

し
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

ま
す

が
、

こ
の

点
に

関
し

ど
の

よ
う

に
お

考
え

で
す

か
。

該
当

す
る

番
号

に
一

つ
○

印
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

 
税

制
度

は
、

発
生

抑
制

等
に

一
定

の
効

果
が

あ
り

、
現

行
の

内
容

で
存

続
す

べ
き

で
あ

る
 

 
２

 
税

制
度

は
、

検
討

を
要

す
る

点
が

あ
り

、
見

直
し

を
行

っ
た

う
え

で
存

続
す

べ
き

で
あ

る
 

 
３

 
税

制
度

は
、

経
営

面
で

は
マ

イ
ナ

ス
だ

が
、

社
会

情
勢

等
か

ら
存

続
は

や
む

を
得

な
い

 

 
４

 
税

制
度

は
、

発
生

抑
制

等
に

効
果

が
な

い
た

め
、

廃
止

す
べ

き
で

あ
る

 

 
５

 
わ

か
ら

な
い

 

 
６

 
そ

の
他

（
具

体
的

に
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 問
５

 
産

業
廃

棄
物

関
連

施
策

に
関

す
る

意
見

に
つ

い
て

 

 
 

 
 産

業
廃

棄
物

の
循

環
的

利
用

、
適

正
処

分
を

推
進

す
る

た
め

、
県

は
ど

の
よ

う
な

こ
と

に
力

を
入

れ
て

い
く

必
要

が
あ

る
と

思
い

ま
す

か
。

次
の

う
ち

、
重

要
だ

と
思

わ
れ

る
も

の
３３

つ
ま

で
選

ん
で

番
号

に
○

印
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

 
民

間
に

よ
る

適
正

処
理

体
制

の
整

備
促

進
 

 
２

 
適

正
な

処
理

料
金

の
も

と
、

市
町

村
に

よ
る

併
せ

処
理

の
促

進
 

 
３

 
地

域
産

業
の

特
性

を
活

か
し

た
ミ

ニ
エ

コ
タ

ウ
ン

事
業

の
推

進
 

 
４

 
県

や
市

な
ど

公
共

関
与

に
よ

る
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

の
整

備
促

進
 

 
５

 
循

環
的

利
用

に
関

す
る

調
査

・
研

究
と

情
報

発
信

体
制

の
充

実
 

 
６

 
環

境
保

全
型

商
品

を
積

極
的

に
選

択
す

る
グ

リ
ー

ン
購

入
・

調
達

の
推

進
 

 
７

 
排

出
事

業
者

責
任

の
徹

底
を

図
る

た
め

の
監

視
・

指
導

体
制

の
強

化
 

 
８

 
不

法
投

棄
等

の
環

境
犯

罪
に

対
す

る
迅

速
な

対
応

と
厳

し
い

取
締

り
 

 
９

 
適

正
処

理
に

つ
い

て
の

県
民

の
知

識
と

理
解

を
深

め
る

た
め

の
啓

発
活

動
 

１
０

 
リ

サ
イ

ク
ル

技
術

開
発

・
施

設
整

備
へ

の
補

助
・

融
資

制
度

の
拡

充
 

１
１

 
そ

の
他

（
具

体
的

に
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 問
６

 
環

境
ビ

ジ
ネ

ス
に

つ
い

て
 

 
（

１
）

貴
事

業
所

で
の

環
境

ビ
ジ

ネ
ス

に
つ

い
て

の
考

え
に

該
当

す
る

番
号

に
一

つ
○

印
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

 
環

境
ビ

ジ
ネ

ス
に

取
り

組
ん

で
い

る
 

 
２

 
環

境
ビ

ジ
ネ

ス
に

関
心

が
あ

り
、

参
入

の
検

討
あ

る
い

は
情

報
の

収
集

を
行

っ
て

い
る

 

 
３

 
環

境
ビ

ジ
ネ

ス
に

は
関

心
が

な
い

 
 

 
→

（
４

）
へ

 

  
（

２
）

前 前
記

（
１

）
で

１
又

は
２

に
○

印
を

つ
け

た
方

に
お

聞
き

し
ま

す
。

関
心

を
お

持
ち

の
分

野
に

該
当

す
る

番

号
に

○
印

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。（
複

数
回

答
可

）
 

 
１

 
廃

棄
物

処
理

分
野

（
廃

棄
物

処
理

、
資

源
回

収
 

他
）

 

 
２

 
リ

サ
イ

ク
ル

分
野

（
建

設
汚

泥
の

路
盤

材
化

、
廃

食
用

油
の

燃
料

化
、

食
物

残
さ

の
飼

料
化

 
他

）

 
３

 
環

境
装

置
等

分
野

（
生

ご
み

処
理

機
の

製
造

、
剪

定
枝

チ
ッ

プ
化

装
置

の
製

造
 

他
）

 

 
４

 
環

境
浄

化
分

野
（

土
壌

浄
化

、
自

然
再

生
、

緑
化

 
他

）
 

 
５

 
エ

ネ
ル

ギ
ー

分
野

（
風

力
発

電
、

太
陽

光
発

電
、

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

機
器

 
他

）
 

 
６

 
環

境
関

連
ソ

フ
ト

産
業

分
野

（
リ

サ
イ

ク
ル

シ
ョ

ッ
プ

、
エ

コ
ツ

ア
ー

 
他

）
 

 
７

 
そ

の
他

（
具

体
的

に
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
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問
３

 
産

業
廃

棄
物

等
の

発
生

抑
制

、
循

環
的

利
用

状
況

に
つ

い
て

 

 
（

１
）

貴
事

業
所

で
は

、
産

業
廃

棄
物

・
副

産
物

の
発

生
抑

制
※
、

循
環

的
利

用
（

再
使

用
、

再
生

利
用

、
熱

回
収

）

に
取

り
組

ん
で

い
ま

す
か

。
該

当
す

る
番

号
に

一
つ

○
印

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

 
自

社
で

取
り

組
ん

で
い

る
 

 
２

 
他

社
（

リ
サ

イ
ク

ル
業

者
）

に
委

託
し

て
い

る
 

 
３

 
自

社
、

他
社

両
方

で
取

り
組

ん
で

い
る

 

 
４

 
今

後
取

り
組

む
予

定
で

あ
る

（
現

在
は

取
り

組
ん

で
は

い
な

い
）

 

 
５

 
取

り
組

ん
で

い
な

い
（

今
後

も
取

り
組

む
予

定
は

な
い

）
 

 
 

→
（

３
）

へ
 

 
 

 
 

※
発

生
抑

制
と

は
、

製
造

工
程

の
変

更
・

改
善

や
原

材
料

の
見

直
し

、
現

場
で

の
廃

棄
物

発
生

の
少

な
い

設
計

・
工

法
の

採
 

 
 

 
 

 
用

な
ど

に
よ

る
廃

棄
物

発
生

量
そ

の
も

の
の

削
減

・
抑

制
を

い
い

ま
す

。
 

  
（

２
）

前 前
記

（
１

）
で

１
～

４
の

い
ず

れ
か

に
○

印
を

つ
け

た
方

に
お

聞
き

し
ま

す
。

そ
れ

は
ど

の
よ

う
な

取
り

組

み
で

す
か

。
該

当
す

る
番

号
に

○
印

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。（
複

数
回

答
可

）
 

 
１

 
製

造
工

程
の

変
更

や
原

材
料

等
の

見
直

し
に

よ
る

発
生

抑
制

 

 
２

 
現

場
で

の
廃

棄
物

発
生

の
少

な
い

設
計

・
工

法
の

採
用

 

 
３

 
包

装
材

・
梱

包
材

の
使

用
量

の
削

減
（

廃
止

）
 

 
４

 
事

業
所

（
現

場
）

内
で

の
廃

棄
物

分
別

の
徹

底
 

 
５

 
長

寿
命

化
、

リ
サ

イ
ク

ル
の

し
や

す
さ

を
考

慮
し

た
製

品
等

の
設

計
・

製
造

 

 
６

 
自

社
製

品
の

原
料

・
副

原
料

と
し

て
再

使
用

 

 
７

 
他

社
製

品
の

原
料

・
副

原
料

と
し

て
再

生
利

用
 

 
８

 
自

社
の

燃
料

と
し

て
再

使
用

・
熱

回
収

 

 
９

 
他

社
の

燃
料

と
し

て
熱

回
収

 

１
０

 
そ

の
他

（
具

体
的

に
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

  
（

３
）

前 前
記

（
１

）
で

５
に

○
印

を
つ

け
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
そ

れ
は

ど
の

よ
う

な
理

由
で

す
か

。
該

当
す

る

番
号

に
○

印
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。（

複
数

回
答

可
）

 

 
１

 
リ

サ
イ

ク
ル

製
品

・
素

材
等

の
需

要
が

な
い

 

 
２

 
有

害
物

質
を

含
有

し
て

い
る

た
め

、
リ

サ
イ

ク
ル

が
困

難
で

あ
る

 

 
３

 
発

生
量

が
少

な
い

た
め

、
リ

サ
イ

ク
ル

業
者

が
引

き
取

ら
な

い
 

 
４

 
分

別
が

難
し

い
の

で
、

処
分

（
焼

却
、

埋
立

）
す

る
し

か
な

い
 

 
５

 
循

環
的

利
用

は
可

能
だ

が
、

設
備

改
造

等
に

資
金

が
か

か
る

 

 
６

 
処

分
コ

ス
ト

に
比

べ
、

リ
サ

イ
ク

ル
コ

ス
ト

が
高

い
 

 
７

 
循

環
的

利
用

に
関

す
る

情
報

（
リ

サ
イ

ク
ル

ル
ー

ト
、

技
術

開
発

 
等

）
が

な
い

 

 
８

 
循

環
的

利
用

に
取

り
組

む
人

材
（

余
裕

）
が

な
い

 

 
９

 
そ

の
他

（
具

体
的

に
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 問
４

 
産

業
廃

棄
物

処
理

税
導

入
に

よ
る

影
響

に
つ

い
て

 

 
（

１
）

岡
山

県
で

は
産

業
廃

棄
物

処
理

税
を

有
効

に
活

用
し

、
リ

サ
イ

ク
ル

技
術

等
の

開
発

支
援

な
ど

「
産

業
活

動

の
支

援
」、

不
法

投
棄

等
未

然
防

止
対

策
な

ど
「

適
正

処
理

の
推

進
」、

環
境

教
育

な
ど

「
県

民
の

意
識

改
革

の

推
進

」
を

積
極

的
に

進
め

て
い

ま
す

。
 

 
 

 
 つ

い
て

は
、

こ
の

よ
う

な
取

り
組

み
に

産
業

廃
棄

物
処

理
税

を
活

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
思

わ
れ

ま
す

か
。

該
当

す
る

番
号

に
一

つ
○

印
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

 
有

効
な

使
い

方
で

あ
り

、
大

い
に

賛
成

す
る

 

 
２

 
な

お
検

討
を

要
す

る
点

も
あ

る
が

、
概

ね
賛

成
で

あ
る

 

 
３

 
税

の
使

途
事

業
と

し
て

は
、

不
十

分
で

あ
る

 

 
４

 
わ

か
ら

な
い

 

 
５

 
そ

の
他

（
具

体
的

に
：
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○この報告書の本文用紙は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関す

る法律）に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。 

○リサイクル適正の表示：紙へリサイクル可 

この報告書の本文用紙は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断

の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料「Ａランク」のみを用いて作

製しています。 


